
兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課

令和２年度兵庫県サービス管理責任者等更新研修

＜障害福祉施策等の動向について＞

【資料１０】



本講義の獲得目標

障害福祉施策の動向を学習することにより、
利用者の制度的な環境の変化を理解する。

◆サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の
役割を再確認する。

◆平成31年４月に改正されたサービス管理責任者及び
児童発達支援管理責任者の研修制度について理解
する。
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Ⅰ 障害福祉施策の経緯と動向
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障害福祉制度の流れ

心身障害者対策基本法
（昭和45年）

知的障害者

身体障害者

精神障害者

身体障害者福祉法
（昭和24年）

精神衛生法
（昭和25年）

障害者基本法一部改正
（平成23年）

精神保健法
（昭和62年）

障害者基本法
（平成５年）

知的障害者福祉法
（平成10年）

精神保健福祉法
（平成７年）

・
利
用
者
が
サ
ー
ビ
ス
を
選
択

・
事
業
者
と
利
用
者
が
対
等

等

・
三
障
害
一
元
化

・
利
用
者
本
位
の
サ
ー
ビ
ス
体
系

等

・
地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現

・
難
病
等
を
対
象

等

支
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費
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の
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行
（
平
成
15
年
）

障
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者
自
立
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援
法
施
行
（
平
成
18
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）

障
害
者
総
合
支
援
法
施
行
（
平
成
25
年
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害
福
祉
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等
の
利
用

「ノーマライゼーション(※)」理念の浸透
※ 障害者などが地域で普通の生活を営むことを当然とする福祉の基本的考え

国
際
障
害
者
年

「
完
全
参
加
と
平
等
」

昭和56年

共生社会の
実現

精神薄弱者福祉法
（昭和35年）

障
害
者
自
立
支
援
法
・
児
童
福
祉
法
の

一
部
改
正
法
施
行
（
平
成
24
年
）

障
害
者
総
合
支
援
法
・
児
童
福
祉
法
の

一
部
改
正
法
施
行
（
平
成
28
年
）

相談支援の充実、
障害児支援の強化など

「生活」と「就労」に
関する支援の充実など

注：厚生労働省資料を一部修正
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支援費制度の意義

措置制度から支援費制度へ （2003（平成15）年）

多様化・増大化する障害福祉ニーズへの対応
利用者の立場に立った制度構築

措置制度（～Ｈ１５）

行政

事業者
障害者

事業者を特定 サービス内容
を決定

行政からの受託者と
してのサービス提供

行政

事業者 障害者
事業者を選択

契約による
サービス提供

支給申請
支給決定

支援費制度（Ｈ１５～Ｈ１８）

＜措置制度＞
行政がサービス内容を決定
行政が事業者を特定
事業者が行政からの受託者
と してサービス提供

＜支援費制度＞
障害者の自己決定を尊重
（サービス利用意向）
事業者と利用者が対等
契約によるサービス利用

報酬支払
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障害者施策を３障害一元化

就労支援の抜本的強化

安定的な財源の確保

・養護学校卒業者の５５％は福祉施設に入所

・就労を理由とする施設退所者はわずか１％

・新規利用者は急増する見込み

・不確実な国の費用負担の仕組み

利用者本位のサービス体系に再編

・ 障害種別ごとに複雑な施設・事業体系

・ 入所期間の長期化などにより、本来の施設目的と
利用者の実態とが乖離

自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現

障
害
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
に

支給決定の透明化、明確化

・全国共通の利用ルール（支援の必要度を判定

する客観的基準）がない

・支給決定のプロセスが不透明

法律による改革

制定前

制定前

制定前

制定前

・ ３障害ばらばらの制度体系

（精神障害者は支援費制度の対象外）

・実施主体は都道府県、市町村に二分化

制定前

○３障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に

○市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバック
アップ

○３３種類に分かれた施設体系を再編し、日中活動支援と
夜間の居住支援を分離
あわせて、「地域生活支援」「就労支援」のための事業や
重度の障害者を対象としたサービスを創設

○規制緩和を進め既存の社会資源を活用

○新たな就労支援事業を創設
○雇用施策との連携を強化

○支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）を
導入

○審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化

○国の費用負担の責任を強化（費用の１／２を負担）
○利用者も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みに

「平成１８年障害者自立支援法」のポイント
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平成24年度の児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化

児童デイサービス

重症心身障害児（者）通園事業（補助事業）

障害児通所支援

・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援

・居宅訪問型児童発達支援（新規）

障害児入所支援

・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設

通
所
サ
ー
ビ
ス

入
所
サ
ー
ビ
ス

知的障害児通園施設

難聴幼児通園施設

肢体不自由児通園施設（医）

知的障害児施設
第一種自閉症児施設（医）
第二種自閉症児施設

盲児施設
ろうあ児施設

肢体不自由児施設（医）
肢体不自由児療護施設

重症心身障害児施設（医）

＜＜ 障害者自立支援法 ＞＞

＜＜ 児童福祉法 ＞＞

（医）とあるのは医療の提供を行って
いるもの

＜＜ 児童福祉法 ＞＞

○ 障害児支援の強化を図るため、従来の障害種別で分かれていた施設体系について、通所・入所の利用
形態の別により一元化。

【市町村】 【市町村】

【都道府県】

【都道府県】

H30.4～対象拡大

H30.4～

7



平成２５年４月１日（ただし、４．及び５．①～③については、平成２６年４月１日）

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。

１．趣旨

１．題名
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（障害者総合支援法）」とする。

２．基本理念
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、

社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の
除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本
理念として新たに掲げる。

３．障害者の範囲（障害児の範囲も同様に対応。）
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。

４．障害支援区分の創設
「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態

に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害
支援区分」に改める。
※ 障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて

行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。

２．概要

３．施行期日

地域社会における共生の実現に向けて
新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要

① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方
② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方
③ 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方
④ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する

支援の在り方
⑤ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方

４．検討規定（障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後３年を目途として、以下について検討）

（平成２４年６月２０日 成立・同年６月２７日 公布）

５．障害者に対する支援
① 重度訪問介護の対象拡大
② 共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）へ

の一元化
③ 地域移行支援の対象拡大
④ 地域生活支援事業の追加（障害者に対する理解を深めるための

研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等）

６．サービス基盤の計画的整備
① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉
計画の策定

② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ

把握等を行うことを努力義務化
④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められる

よう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化
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１．障害者の望む地域生活の支援

(1) 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向
けた相談・助言等を行うサービスを新設する（自立生活援助）

(2) 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する（就労定着支援）

(3) 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする

(4) 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相
当する介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利
用者負担を障害福祉制度により軽減（償還）できる仕組みを設ける

２．障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応

(1) 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する

(2) 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する

(3) 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとす
る

(4) 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする

３．サービスの質の確保・向上に向けた環境整備

(1) 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする

(2) 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るため、所要の
規定を整備する

平成30年４月１日（２.(3)については公布の日）

障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サー
ビスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほ
か、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行う。

概 要

趣 旨

施行期日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び
児童福祉法の一部を改正する法律（概要）

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び
児童福祉法の一部を改正する法律（概要）
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障害者の数（全国）
○障害者の総数は９６４．７万人であり、人口の約７．６％に相当。
○そのうち身体障害者は４３６．０万人、知的障害者は１０９．４万人、精神障害者は４１９．３万人。
○障害者数全体は増加傾向にあり、また、在宅・通所の障害者は増加傾向となっている。

身体障害者（児）
４３６．０万人

在宅身体障害者（児）
４２８．７万人（９８．３％）

知的障害者（児）
１０９．４万人

在宅精神障害者
３８９．１万人（９２．８％）

施設入所身体障害者（児）
７．３万人（１．７％）

在宅知的障害者（児）
９６．２万人（８７．９％）

施設入所知的障害者（児）
１３．２万人（１２．１％）

※身体障害者（児）及び知的障害者（児）数は平成２８年（在宅）、平成３０年（施設）の調査等、精神障害者数は平成2９年の調査による推計。年齢別の身体障害者（児）、知的障害
者（児）は在宅者数（年齢不詳を除く）での算出。身体障害者（児）及び知的障害者（児）には高齢者施設に入所している者は含まれていない。

※平成2８年の調査における在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は鳥取県倉吉市を除いた数値である。
※在宅身体障害者（児）、在宅知的障害者（児）は、障害者手帳所持者数の推計。障害者手帳非所持で、自立支援給付等（精神通院医療を除く。）を受けている者は１９．４万人と
推計されるが、障害種別が不明のため、上記には含まれていない。

※複数の障害種別に該当する者の重複があることから、障害者の総数は粗い推計である。

精神障害者
４１９．３万人

入院精神障害者
３０．２万人（７．２％）

（在宅・施設別） （年齢別）

６５歳未満の者
２６％

６５歳未満の者
６１％

６５歳以上の者
７４％

６５歳以上の者
３９％

６５歳以上の者
１６％

６５歳未満の者
８４％

身体障害者（児）
４１９．３万人

知的障害者（児）
９４．３万人

精神障害者
４１９．３万人

障害者総数 ９６４．７万人（人口の約７．６％）
うち在宅 ９１４．０万人（９４．７％）
うち施設入所 ５０．７万人（ ５．３％）

うち６５歳未満 ４８％
うち６５歳以上 ５２％

注：厚生労働省資料を一部修正 10



障害者手帳の交付数（平成30年度末比較）

身体障害
508.7万人
（70.0％）

精神障害
106.3万人
（14.6％）

兵庫県（34.2万人） 全国（726.6万人）

※平成30年度末時点の障害者手帳所持者数
※資料出所：福祉行政報告例、衛生行政報告例

身体障害
24.1万人
（70.3％）知的障害

5.4万人
（15.7％）

精神障害
4.8万人
（14.0％）

知的障害
111.6万人
（15.4％）

前年度末比 101.2%前年度末比 101.9%

前年度末比 99.6%

前年度末比
99.7%

前年度末比
111.3%

前年度末比
104.5%

前年度末比 107.1%

前年度末比 103.3%

11



障害福祉サービス及び障害児サービスの利用者数（全国推移）

平成30年9月から令和元年9月にかけて障害福祉サービス利用者数全体で6.1%増加している。
特に、精神障害者の利用者数が8.8%の増加、障害児の利用者数が11.0%の増加となっている。

（万人）

○平成３０年９月→令和元年９月の伸び率（年率）：6.1%

＜伸び率＞
身体障害者 1.5% 知的障害者 3.1% 精神障害者 8.8% 障害児 11.0%

＜R1.9の利用者数＞
身体障害者 22.1万人 知的障害者 40.8万人 精神障害者 23.8万人
難病等対象者 0.3万人 障害児 36.0万人（障害福祉サービスを利用する障害児を含む）

75.6 77.1 79.0 80.5 82.3 83.3 84.9 86.6 88.4 

19.2 21.0 23.0 25.0 27.0 28.9 31.0 33.1 34.5 94.8 98.1 102.0 105.5 109.3 112.2 115.9 119.7 122.9 
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100.0

120.0

140.0

27年9月 28年3月 28年9月 29年3月 29年9月 30年3月 30年9月 31年3月 R1年9月

障害者 障害児
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38,562 
38,923 

39,285 

39,560 
40,157 

40,451 
40,685 

40,980 
41,431 

41,852 
42,136 

42,447 
42,966 

43,275 
43,679 

43,869 
44,409 

44,771 
45,019 

45,390 

19,969 

21,538 
22,660 

23,656 
24,627 

25,256 
25,813 

26,382 

26,872 

27,256 

27,849 

28,591 

29,211 

29,577 

29,978 

30,457 

30,911 

31,241 

31,545 

31,963 

14,400 

15,710 
16,675 

17,623 

17,487 
18,353 

19,076 
19,688 

20,293 
21,245 

21,903 
22,641 

28,225 

29,366 
30,377 

31,215 
31,853 

32,992 
33,937 

34,687 

（H28.3）
80,839 

（H29.3）
87,050 

（H30.3）
93,679 

（R1.3）
105,541 

（R2.3)
112,040 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000
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H27.6 H27.9 H27.12 H28.3 H28.6 H28.9 H28.12 H29.3 H29.6 H29.9 H29.12 H30.3 H30.6 H30.9 H30.12 R1.3 R1.6 R1.9 R1.12 R2.3

本県障害福祉サービス等の受給者数

（人）

（国保連データより作成）

障害福祉

相談支援

児童福祉

4年間で1.4倍
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0億円

1000億円

2000億円

3000億円

4000億円

5000億円

6000億円

7000億円

8000億円

9000億円

10000億円

11000億円

12000億円

13000億円

14000億円

15000億円

16000億円

400億円 400億円 440億円 440億円 445億円 450億円 460億円 462億円 464億円 464億円 488億円 493億円 495億円 505億円

4,473億円 4,945億円 5,071億円
5,719億円

6,341億円
7,434億円

8,229億円
9,071億円 9,330億円 9,701億円

10,391億円
10,997億円

11,732億円
12,422億円

507億円
495億円 478億円

557億円
560億円

522億円

625億円

840億円
1,055億円

1,395億円

1,778億円

2,320億円

2,810億円

3,420億円

5,380億円

5,840億円

5,989億円

6,716億円

7,346億円

8,406億円

9,314億円

10,373億円

10,849億円

11,560億円

12,657億円 13,810億円

15,037億円 16,347億円

(+8.6%)

(+2.6%)

(+12.1%)

(+9.4%)

(+14.4%)
(+10.8%)

(+11.4%)

(+4.6%)

(+6.6%)

(+9.5%) (+9.1%)

(+8.9%) (+8.7%)

障害児措置費・給付費（義務的経費）

自立支援給付（義務的経費）

地域生活支援事業（裁量的経費）

障害福祉サービス等予算の推移（国）
障害福祉サービス関係予算額は１３年間で約３倍に増加している。

（注１）平成20年度の自立支援給付費予算額は補正後予算額である。
（注２）平成21年度の障害児措置費・給付費予算額は補正後予算額である。
（注３）平成29年度以降の地域生活支援事業等には地域生活支援促進事業分も含まれる。

（億円）
（令和２年度予算）
１６，３４７億円（対前年度＋８.７％）
（障害児措置費3,420億円 自立支援給付12,422億円 地域生活支援事業等505億円）
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本県障害福祉サービス等の総費用

（国保連データより作成）
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）

4年間で1.4倍

6,418 6,857 7,272 7,513 7,749 

69 
74 

81 86 99 
625 

762 
940 

1,555 
1,748 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

27年6月 28年6月 29年6月 30年6月 R1年6月

障害福祉

相談支援

児童福祉

71億円/月
77億円/月

83億円/月

92億円/月
96億円/月
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Ⅱ 障害者総合支援法等の概要
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１ 目的及び基本理念等
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第一条 （目的）

この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊
重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、
基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等の
ための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的か
つ計画的に推進することを目的とする。

第四条 （差別の禁止）

何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、そ
れを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がなされな
ければならない。

３ 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るた
めに必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

障害者の権利に関する条約（国際連合）
第一条（目的）

この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確
保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。

障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用によ
り他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるものを含む。

障害者基本法

18



障害者総合支援法の目指すもの（目的規定）

• 個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことを支
援する

• 障害者や障害児の福祉の増進とともに、障害の有無にかかわらず
国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる「地
域社会づくり」を進める

（目的）

第一条 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉

法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関

する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援

事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の

有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に

寄与することを目的とする。

障害者総合支援法
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（基本理念）

第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害

の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであると

の理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な

場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機

会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において

他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活

を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他の一切のものの除去に資す

ることを旨として、総合的かつ計画的に行われなければならない。
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（児童の福祉を保障するための原理）

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を

保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図ら

れることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

（児童育成の責任）

第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童

の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身

ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

②児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。

③国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

（原理の尊重）

第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児

童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

児童福祉法

21



（目的）

第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発

達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、切れ目なく発達障害者の支援の

行うことが特に重要であることに鑑み、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本

的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、発

達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにすると

ともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害の就労の支援、発達障害者支援センター

の指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわ

たる支援の図り、もって全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

発達障害者支援法
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（基本理念）

第二条の二 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこ

で誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを

妨げられないことを旨として、行われなければならない。

２ 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。

３ 発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、か

つ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携

の下に、その意思決定の支援配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。
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＜法の対象となる「障害者」＞

①身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

②知的障害者福祉法にいう知的障害者

③精神保健福祉法第5条に規定する精神障害者
（発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者を含む）

④治療法が確定していない疾病その他の厚生労働大臣が定める特殊の疾病
により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者

なお、これらに該当する18歳未満の者は「障害児」として区分される。
④は、難病患者等が該当し、平成25年度から障害福祉サービスの対象となった。

＜障害児の範囲＞

法の対象となる「障害児」は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。そ
の範囲は、18歳未満の者であって上記の①～④と同様。

障害者・障害児の定義（第四条第１項第２項）
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２ 障害福祉サービス等の概要
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障害者・児

都道府県

市 町 村

・広域支援 ・人材育成 等

介護給付 相談支援

支援

地域生活支援事業

・居宅介護 ・重度訪問介護

・同行援護 ・行動援護
・療養介護 ・生活介護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援

・基本相談支援

・地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）

・計画相談支援

自立支援医療
・更生医療

・育成医療
・精神通院医療

・相談支援 ・意思疎通支援 ・日常生活用具

・移動支援 ・地域活動支援センター

・福祉ホーム 等

補装具 第５条第23項

自立支援給付

第２８条第１項

第５条第16項

第６条

第５条第22項

第７７条第１項

第７８条
※自立支援医療のうち、精

神通院医療の実施主体は
都道府県及び指定都市

★原則として国が１／２負担

★国が１／２以内で補助

訓練等給付
・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

・就労移行支援
・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
・就労定着支援（新規※）
・自立生活援助（新規※）
・共同生活援助 第２８条第２項

障害者総合支援法の給付・事業

H30.4～
入院中利用可

※H30.4.1～
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就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う

自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における
課題を把握し、必要な支援を行う

共同生活援助 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う

自立訓練（機能訓練） 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う

自立訓練（生活訓練） 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓
練を行う

就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を
行う

就労継続支援（A型） 一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な
訓練を行う

就労継続支援（B型） 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を
行う

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話
を行う

生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の
機会を提供する

居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常
に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等
を総合的に行う

同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う

行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う

（注）１.表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 ２.利用者数及び施設・事業所数は、R2年２月サービス提供分（国保連データ）者 児
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20,469

7,485

5,906

1, 799

9

184,387

11,499

25,845 

11,708

32

55,427 

20,799

286,855 

5,042

254

10, 957

2,341

12,620

33,364 

71,623

268,437 

174

1,192

3,090

3,832

13,065

877 

130,701

194

9,040

127,870

10,896 1,213

2,585

27



計画相談支援

【サービス利用支援】
・ サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成
・ 支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成

【継続利用支援】
・ サービス等の利用状況等の検証（モニタリング）
・ 事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨

障害児相談支援
【障害児利用援助】
・ 障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成
・ 給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成

【継続障害児支援利用援助】

地域移行支援 住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業
所への同行支援等を行う

地域定着支援 常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害福祉
サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行う

福祉型障害児入所施設 施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う

医療型障害児入所施設 施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び
知識技能の付与並びに治療を行う

居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う

保育所等訪問支援 保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団
生活への適応のための専門的な支援などを行う

児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支
援を行う

医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団生活への適応訓練などの
支援及び治療を行う

放課後等デイサービス 授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のた
めの必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う

（注）１.表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 ２.利用者数及び施設・事業所数は、令和２年２月サービス提供分（国保連データ）者 児

障
害
児
通
所
系

障
害
児

入
所
系

相
談
支
援
系

障
害
児
支
援
に
係
る
給
付

障害福祉サービス等の体系（障害児支援、相談支援に係る給付）

障
害
児

訪
問
系

※ 障害児支援は、個別に利用の要否を判断（支援区分を認定する仕組みとなっていない）※ 相談支援は、支援区分によらず利用の要否を判断（支援区分を利用要件としていない）

相
談
支
援
に
係
る
給
付

児

者

者

者

児

児

児

児

児

児

児

児

7,285

94

14,391

126,178

2,084

230,425

143

7,765

63

901

1,485

1,962

41,028

187

194

172,519 

47,449

746 

3,544

8,749

4,846

391

549

サービス内容 利用者数 施設・事業所数
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兵庫県内の障害福祉サービス事業者・障害児支援事業者数①

通所系・短期入所

入 所 系

施設入所 共同援助
障害児入所

支援
医療型障害児

入所支援 小計②

H31.4.1 108 243 11 9 371
R2.4.1 109 291 11 9 420

伸び率 100.9% 119.8% 100.0% 100.0% 113.2%

療養介護 生活介護 短期入所 宿泊自立 自立機能 自立生活

H31.4.1 10 438 260 3 10 37
R2.4.1 10 458 279 3 9 38

伸び率 100.0% 104.6% 107.3% 100.0% 90.0% 102.7%

就移一般 就移資格 就継Ａ型 就継Ｂ型 就定支援
児童発達支

援
医療型児童発

達支援
放課後等デイ

サービス 小計①

H31.4.1 107 1 152 645 33 345 5 679 2,725
R2.4.1 101 1 149 674 35 374 4 738 2,873

伸び率 94.4% 100.0% 98.0% 104.5% 106.1% 108.4% 80.0% 108.7% 105.4%
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兵庫県内の障害福祉サービス事業者・障害児支援事業者数②

訪 問 系

相 談 系

居宅介護 重度訪問 行動援護 重度包括 同行援護 自立援助
保育所等訪

問支援
居宅訪問型児
童発達支援 小計③

H31.4.1 1349 1284 81 0 555 9 81 8 3,367
R2.4.1 1362 1299 80 0 510 12 89 12 3,364

伸び率 101.0% 101.2% 98.8% - 91.9% 133.3% 109.9% 150.0% 99.9%

計画相談 地域移行 地域定着
障害児相談

支援 小計④

H31.4.1 400 132 123 300 955
R2.4.1 397 136 128 306 967

伸び率 99.3% 103.0% 104.1% 102.0% 101.3%

①～④
総計

H31.4.1 7,418
R2.4.1 7,624

伸び率 102.8%
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３ 自立支援給付について
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介護給付費等の支給決定からサービス利用までの主な流れ
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支給決定時か
らケアマネジ
メントを実施

１次判定（コンピュータ判定）

認定調査項目（80項目）

２次判定（市町村審査会）

医師意見書（24項目）

特記事項

医師意見書（1次判定で評価した項目を除く）

区分６～区分１

非該当

認定調査・市町審査会

【１次判定（コンピュータ判定）】
認定調査の結果及び医師意見書の一部項目を踏まえ、区分省令の内容が組み込まれた１次判定用ソフト（障害支援区分判定ソフト

2014）を活用した１次判定処理を行う。

【２次判定（市町村審査会）】
１次判定の結果を原案として、「特記事項」及び「医師意見書（１次判定で評価した項目を除く）」の内容を総合的に勘案した審査

判定を行う。

੍
ஔ
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一定期間ご
とのモニタ
リング
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障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

必要とされる支援の度合い（低い） （高い）

○ 障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの。

① 障害支援区分の定義（法第４条第４項）

○ 市町村は、障害者等から介護給付費等の支給に係る申請を受理した場合、以下の手続きによる「障害支援区分の認定」を行う。

② 障害支援区分の認定手続き



੨
ष
भ
ண
ட

二
次
判
定

（
市
町
村
審
査
会
）



੨
प
े
ॊ
ੳ


␟
ண
ட

ष
भ
ৢ
ੴ
␠

一
次
判
定

（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
判
定
）

認定調査員による
訪問調査の結果

（認定調査の結果）

主治医の意見書
（医師意見書）

認定調査員による
特記事項

主治医の意見書
（医師意見書）

③ 市町村審査会による二次判定結果（平成27年10月～平成28年９月）

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計

71件 6,163件 46,914件 53,224件 46,478件 37,538件 59,479件 249,867件

0.0% 2.5% 18.8% 21.3% 18.6% 15.0% 23.8% 100.0% 33



障害支援区分の認定調査項目（80項目）

１．移動や動作等に関連する項目（12項目）

１－１ 寝返り １－２ 起き上がり １－３ 座位保持 １－４ 移乗

１－５ 立ち上がり １－６ 両足での立位保持 １－７ 片足での立位保持 １－８ 歩行

１－９ 移動 １－10 衣服の着脱 １－11 じょくそう １－12 えん下

２．身の回りの世話や日常生活等に関連する項目（16項目）

２－１ 食事 ２－２ 口腔清潔 ２－３ 入浴 ２－４ 排尿

２－５ 排便 ２－６ 健康・栄養管理 ２－７ 薬の管理 ２－８ 金銭の管理

２－９ 電話等の利用 ２－10 日常の意思決定 ２－11 危険の認識 ２－12 調理

２－13 掃除 ２－14 洗濯 ２－15 買い物 ２－16 交通手段の利用

３．意思疎通等に関連する項目（６項目）

３－１ 視力 ３－２ 聴力 ３－３ コミュニケーション ３－４ 説明の理解

３－５ 読み書き ３－６ 感覚過敏・感覚鈍麻 － －

４．行動障害に関連する項目（34項目）

４－１ 被害的・拒否的 ４－２ 作話 ４－３ 感情が不安定 ４－４ 昼夜逆転 ４－５ 暴言暴行

４－６ 同じ話をする ４－７ 大声・奇声を出す ４－８ 支援の拒否 ４－９ 徘徊 ４－10 落ち着きがない

４－11 外出して戻れない ４－12 １人で出たがる ４－13 収集癖 ４－14 物や衣類を壊す ４－15 不潔行為

４－16 異食行動 ４－17 ひどい物忘れ ４－18 こだわり ４－19 多動・行動停止 ４－20 不安定な行動

４－21 自らを傷つける行為 ４－22 他人を傷つける行為 ４－23 不適切な行為 ４－24 突発的な行動 ４－25 過食・反すう等

４－26 そう鬱状態 ４－27 反復的行動 ４－28 対人面の不安緊張 ４－29 意欲が乏しい ４－30 話がまとまらない

４－31 集中力が続かない ４－32 自己の過大評価 ４－33 集団への不適応 ４－34 多飲水・過飲水 －

５．特別な医療に関連する項目（12項目）

５－１ 点滴の管理 ５－２ 中心静脈栄養 ５－３ 透析 ５－４ ストーマの処置

５－５ 酸素療法 ５－６ レスピレーター ５－７ 気管切開の処置 ５－８ 疼痛の看護

５－９ 経管栄養 ５－10 モニター測定 ５－11 じょくそうの処置 ５－12 カテーテル 34



利用者負担について

区分 世帯の収入状況 負担上限月額

生活保護 生活保護受給世帯 ０円

低所得 市町村民税非課税世帯(注1) ０円

一般１ 市町村民税課税世帯（所得割１６万円(注2)未満）
※入所施設利用者（２０歳以上）、グループホー
ム・ケアホーム利用者を除く。(注3)

９，３００円

一般２ 上記以外 ３７，２００円

＜障害者の場合＞

（注１）３人世帯で障害者基礎年金１級受給の場合、収入が概ね３００万円以下の世帯が対象となります。
（注２）収入が概ね６００万円以下の世帯が対象になります。

（注３）入所施設利用者（２０歳以上）、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合は
「一般２」。

＜障害児の場合＞

区分 世帯の収入状況 負担上限月額

生活保護 生活保護受給世帯 ０円

低所得 市町村民税非課税世帯 ０円

一般１

市町村民税課税世
帯

（所得割２８万円(注)

未満）

通所施設、ホームヘルプ利
用の場合

４，６００円

入所施設利用の場合 ９，３００円

一般２ 上記以外 ３７，２００円

種別 世帯の範囲

１８歳以上の
障害者
(施設に入所

する１８、１９
歳を除く)

障害のある方と
その配偶者

障害児
(施設に入所

する１８，１９
歳を含む)

保護者の属する
住民基本台帳で
の世帯

（注）収入が概ね８９０万円以下の世帯が対象。 ※R1.10.1 ～ 幼児教育の無償化について、就学前の障害児の児童発達支援について実施予定。

＜世帯の範囲＞
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利用者負担に関する配慮措置

入所施設
利用者

（２０歳以上）

グループホーム・
ケアホーム利用者

通所施設（事業）
利用者

ホームヘルプ
利用者

入所施設
利用者

（２０歳未満）

医療型施設
利用者
（入所）

自
己
負
担

食
費
・
光
熱
水
費

利用者負担の負担上限月額設定（所得段階別）

高額障害福祉サービス等給付費（世帯での所得段階別負担上限）

生活保護への移行防止（負担上限額を下げる）

事業主の負担によ
る就労継続Ａ型事
業（雇用型）の減
免措置

医療型個別減免
（医療、食事療養
費と合わせ、上限
額を設定）

補足給付

（食費・光熱水費を
減免）

食費については実
費負担ですが、通
所施設（事業）を利
用した場合には、食
費の人件費支給に
よる軽減措置が受
けられます。

補足給付
（家賃負担を軽減）

食費の人件費支
給による軽減措置

補足給付

（食費・光熱水費を
減免）
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○新しい経済政策パッケージ（平成29年12月８日）（抄）

障害児の発達支援に係る閣議決定事項等

１．幼児教育の無償化

（具体的内容）

子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育の無償化を一気に加速する。広く国民が利用している３歳から５歳までの全ての子供達の

幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化する。なお、子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、公平性の観点から、同制度における利用者負

担額を上限として無償化する。（略）

（実施時期）

こうした幼児教育の無償化については、消費税率引上げの時期との関係で増収額に合わせて、2019年４月から一部をスタートし、2020年４月から全面的に実施する。

また、就学前の障害児の発達支援（いわゆる障害児通園施設）についても、併せて無償化を進めていく。（略）

○経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年６月15日）（抄）

１．人づくり革命の実現と拡大

（１）人材への投資

① 幼児教育の無償化

（略）

このほか、就学前の障害児の発達支援（いわゆる「障害児通園施設」）については、幼児教育の無償化と併せて無償化することが決定されているが、幼稚園、保育所及

び認定こども園と障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象とする。（略）

（実施時期）

無償化措置の対象を認可外保育施設にも広げることにより、地方自治体において、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設の利用者に対する保育の必要性の認定に関

する事務などが新たに生じることになることを踏まえ、無償化措置の実施時期については、2019 年４月と2020 年４月の段階的な実施ではなく、認可、認可外を問わず、３

歳から５歳までの全ての子供及び０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子供について、2019 年10 月からの全面的な無償化措置の実施を目指す。

○幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針（平成30年12月28日）（抄）

４．就学前の障害児の発達支援
○ 就学前の障害児の発達支援についても、併せて無償化を進める。具体的には、満３歳になった後の最初の４月から小学校入学までの３年間を対象に、児童発達支援、

医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業並びに福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設の利用料を無償化する。
また、幼稚園、保育所又は認定こども園とこれらの発達支援の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象とする。

19 就学前の障害児の発達支援の無償化に係る財源については、現行の障害児福祉サービスの制度と同様、一般財源とする。また、初年度に要する周知費用やシステム改修費について全額国費
で負担する。

20 障害児入所施設は、入所している障害児に対し、日常生活の指導や知識技能の付与など、通所型の児童発達支援と同様の支援を行っていることから対象に含める。
また、基準該当児童発達支援事業所及び共生型の特例により指定を受けた児童発達支援事業所も対象とする。

21 認可外保育施設等と併用した場合も同様（認可外保育施設等については上限額あり）。

19

20 21
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１．幼稚園、保育所、認定こども園等

● ３～５歳：幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育（標準的な利用料）の利用料を無償化
※ 新制度の対象とならない幼稚園については、月額上限2.57万円（注：国立大学附属幼稚園0.87万円、国立特別支援学校幼稚部0.04万円）まで無償化

※ 保護者から実費で徴収している費用（通園送迎費、食材料費、行事費など）は、無償化の対象外。食材料費については、保護者が負担する考え方を維持
３～５歳は施設による実費徴収を基本。低所得者世帯等の副食費の免除を継続し、免除対象者を拡充（年収360万円未満相当世帯）

● ０～２歳：上記の施設を利用する住民税非課税世帯を対象として無償化

２．幼稚園の預かり保育

● 保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園に加え、利用実態に応じて、月額1.13万円までの範囲で無償化

３．認可外保育施設等

● ３～５歳：保育の必要性の認定を受けた場合、認可保育所における保育料の全国平均額（月額3.7万円）までの利用料を無償化

● ０～２歳：保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額4.2万円までの利用料を無償化

● 認可外保育施設における質の確保・向上を図るため、指導監督の充実に向けた取組や認可施設への移行支援など様々な取組を実施

４．負担割合

● 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4。ただし、公立施設（幼稚園、保育所及び認定こども園）は市町村等10/10
※ 初年度（2019年度）に要する経費を全額国費で負担。また、事務費やシステム改修費についても一定の配慮措置。

５．その他

● 就学前の障害児の発達支援を利用する３～５歳の子供たちについても、利用料を無償化。幼稚園や保育所等を併用する場合も含む

● 実施時期：2019年10月１日

幼児教育の無償化について （「幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針」（12月28日関係閣僚合意）のポイント）

幼児教育の無償化の趣旨 → 幼児教育の負担軽減を図る少子化対策、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性
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※１．児童福祉法第21条の５の４における特例障害児通所給付費に係る利用者負担についても対象とし、通所特定費用（児童福祉法第21条の５の３）、
入所特定費用（児童福祉法第24条の２）及び医療にかかる利用者負担を含めない。また、放課後等デイサービスについては、就学後の児童を対象としたもの
であるため無償化の対象とはならない。

※２．利用者数及び施設・事業所数は平成30年8月サービス提供分の国保連データ。
※３．医療型障害児入所施設には、指定発達支援医療機関を含む。
※４．就学前の障害児の発達支援の無償化に係る財源については、現行の障害児福祉サービスの制度と同様に、一般財源とする。

無償化に必要な地方財源を確保するとともに、初年度に要する周知費用やシステム改修費について全額国費で負担する。

サービス内容

障害児の発達支援の無償化の対象となるサービスについて

児童発達支援
（児童福祉法第６条の２の２）

未就学児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練などの支援を行う

児童発達支援に加え、治療を行う

保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児
以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う

施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識
技能の付与を行う

施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、
日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う

98,206

2,161 96

2,568

1,526

1,997

498

186

187

福祉型障害児
入所施設
（児童福祉法第42条）

重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達
支援を行う 14 8

無償化の対象となる就学前の障害児の発達支援の範囲については以下のとおり。

医療型
児童発達支援
（児童福祉法第６条の２の２）

居宅訪問型
児童発達支援
（児童福祉法第６条の２の２）

保育所等
訪問支援

（児童福祉法第６条の２の２）

医療型障害児
入所施設

（児童福祉法第42条）

利用者数 施設事業所数

5,973
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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案の概要

平成３１年１０月１日 （一部の規定については、公布の日から施行）

施行期日

概要
１．基本理念における「経済的負担の軽減」の追加

子ども・子育て支援の内容及び水準について、子供の保護者の経済的負担の軽減に適切に配慮されたものとする旨を基本理念に追加する。
※ 既に現行法に基づく個人給付の対象となっている認定こども園、幼稚園、保育所等については、子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令第213号）を改正し、
利用者負担を無償化する措置を講じる。

※ 就学前の障害児の発達支援についても、児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）を改正し、利用者負担を無償化する措置を講じる。

２．子育てのための施設等利用給付の創設
（１）対象施設等を利用した際に要する費用の支給

市町村は、 ①の対象施設等を②の支給要件を満たした子供が利用した際に要する費用を支給する。
①対象施設等

子どものための教育・保育給付の対象外である幼稚園、特別支援学校の幼稚部、認可外保育施設（※）、預かり保育事業、
一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業であって、市町村の確認を受けたものを対象とする。
※ 認可外保育施設については、児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づく届出がされ、国が定める基準を満たすものに限るが、５年間は届出のみで足りる
経過措置を設ける（経過措置期間内において、市町村が条例により基準を定める場合、対象施設をその基準を満たす施設にできることとする）。

②支給要件 以下のいずれかに該当する子供であって市町村の認定を受けたものを対象とする。
・ ３歳から５歳まで（小学校就学前まで）の子供
・ ０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子供であって、保育の必要性がある子供

（２）費用負担
・ 本給付に要する費用は、原則、国が２分の１、都道府県が４分の１、市町村が４分の１を負担する。
※ 平成３１年度に限り、地方負担部分について全額国費により補填するため、必要な規定を設ける。

（３）その他
・ 市町村が適正な給付を行うため、対象施設等を確認し、必要に応じ報告等を求めることができる規定を設ける。
・ 差押え、公租公課の禁止、給付を受ける権利に係る時効等の規定を設ける。
・ 特別会計に関する法律（平成19年法律第23号）等の関係法律について、所要の改正を行うとともに、経過措置について定める。

我が国における急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを
行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、市町村の確認を受けた幼児期の教育及び保育等を行う施設等の利用に関する給付制度を創設する
等の措置を講ずる。
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自立支援医療制度の概要

根 拠 法 ： 障害者総合支援法

概 要 ： 障害者（児）が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な心身の障害の状態を軽減するための医療（保険
診療に限る。）について、当該医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度

※ 所得に応じ１月あたりの自己負担上限額を設定（月額総医療費の１割がこれに満たない場合は１割）
※ 保険優先のため、通常、医療保険の自己負担分（３割）と上記の自己負担上限額の差額分を自立支援医療費により支給

実 施 主 体 ： 【更生医療・育成医療】 市町村 【精神通院医療】 都道府県・指定都市

負 担 割 合 ： 【更生医療・育成医療】 国 1/2，都道府県1/4，市町村1/4 【精神通院医療】 国1/2，都道府県・指定都市1/2

支給決定件数 ： 【更生医療】 251,789件 【育成医療】 32,100件 【精神通院医療】 1,817,829件 ※平成27年度

更 生 医 療 ： 身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者で、その障害の状態を軽減する手術等の治療により確実に効果
が期待できる者（18歳以上）

育 成 医 療 ： 児童福祉法第４条第２項に規定する障害児のうち、障害に係る医療を行わないときは将来において身体障害者
福祉法別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、手術等により確実な治療の効果が期待できる者
（18歳未満）

精神通院医療 ： 精神保健福祉法第５条に規定する精神疾患（てんかんを含む。）を有する者で、通院による精神医療を継続的
に要する者

根拠法及び概要

対 象 者

（精神通院医療）
精神科専門療法
訪問看護

（更生医療・育成医療）
肢体 不自由 ･･･ 関節拘縮 → 人工関節置換術 言語障害 ･･･ 口蓋裂 → 形成術
視 覚 障 害 ･･･ 白内障 → 水晶体摘出術 免疫機能障害 ･･･ 抗HIV療法

聴 覚 障 害 ･･･ 高度難聴 → 人工内耳埋込術
内 臓 障 害 ･･･ 心臓機能障害 → ペースメーカー埋込手術

腎臓機能障害 → 腎移植、人工透析 肝臓機能障害 → 肝移植

＜先天性内臓障害＞ 鎖肛 →  人工肛門の造設 ※ 育成医療のみ

対象となる医療の例
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「 重度かつ継続」の範囲
○ 疾 病 、 症 状 等か ら対 象とな る者

[ 更 生 ・ 育 成 ]  腎 臓 機 能 ・ 小 腸 機 能 ・ 免 疫 機 能 ・ 心 臓 機 能 障 害 ( 心 臓 移 植 後 の 抗 免 疫 療 法 に 限 る ) ・ 肝 臓 の 機 能 障 害 ( 肝 臓 移 植 後 の 抗 免 疫 療 法 に 限 る ) の 者
[ 精 神 通 院 ]    ① 統 合 失 調 症 、 躁 う つ 病 ・ う つ 病 、 て ん か ん 、 認 知 症 等 の 脳 機 能 障 害 、 薬 物 関 連 障 害 （ 依 存 症 等 ） の 者

② 精 神 医 療 に 一 定 以 上 の 経 験 を 有 す る 医 師 が 判 断 し た 者

○ 疾 病 等 に 関わ らず 、高額 な費 用負 担が 継続 するこ とから対象 となる者
[ 更 生 ・ 育 成 ・ 精 神 通 院 ] 医 療 保 険 の 多 数 回 該 当 の 者

負担上限月額の経過的特例措置 ※ 上 記 の 太 枠 部分

育 成 医 療 の 中 間 所 得 １ ， ２ 及 び 「 重 度 か つ 継 続 」 の 一 定 所 得 以 上 の 負 担 上 限 月 額 に つ い て は 、 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 経 過 的 特 例 措 置

自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み

一定所得以上

中 間 所 得 ２

中 間 所 得 １

低 所 得 ２

低 所 得 １

生 活 保 護

① 患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担上限額を設定。（月額総医療費の１割がこれに満たない場合は１割）
② 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない（重度かつ継続）者、育成医療の中間所得層については、更に軽減措置を実施。

市町村民税非課税（低所得１を除く）

市町村民税非課税（本人又は障害児の保護者の年収80万円以下)

生活保護世帯

市町村民税 33,000円未満（年収約290～400万円未満）

市町村民税 33,000円以上235,000円未満（年収：約400～833万円未満）

市町村民税 235,000円以上（年収約833万円以上）

０円

２，５００円

５，０００円

５，０００円 ５，０００円

１０，０００円 １０，０００円

２０，０００円対 象 外 対 象 外

更生医療・
精神通院医療

育成医療 重度かつ継続

総医療費の１割
又は高額療養費
（医療保険）の

自己負担限度額

所得区分（医療保険の世帯単位）

【自己負担上限月額】

医療保険（７割） 自立支援医療費
（月額医療費－医療保険－患者負担）

患者負担
（１割又は負担上限額）

【月額医療費の負担イメージ】 ＊医療保険加入者（生活保護世帯を除く）

＊年収については、夫婦＋障害者である子の３人世帯の粗い試算
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１．制度の概要
障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における効率の向上を図ること及

び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体機
能を補完又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用される用具（別紙「補装具種目一覧」を
参照）について、同一の月に購入又は修理に要した費用の額（基準額）を合計した額から、当該補
装具費支給対象者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額（政令で定める額
が基準額を合計した額の百分の十を超えるときは、基準額に百分の十を乗じた額）を控除して得た
額（補装具費）を支給する。

※政令で定める額…市町村民税世帯非課税者以外の者：37,200円、市町村民税世帯非課税者：0円

２．対象者 補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
※ 難病患者等については、特殊の疾病告示に定める疾病に限る

３．実施主体 市町村

４．申請方法等
障害者（障害児の場合は扶養義務者）が市町村長に申請し、身体障害者更生相談所等の判定又は

意見に基づく市町村長の決定により、補装具費の支給を受ける。

補装具費支給制度の概要
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５．費用負担

⑴公費負担
補装具の購入又は修理に要した費用の額（基準額）から利用者負担額（原則１割）を除した額

を補装具費とし、この補装具費について以下の割合により負担。
負担割合 （国：５０／１００、 都道府県：２５／１００、 市町村：２５／１００）

⑵利用者負担
所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。

〈所得区分及び負担上限月額〉

• ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合（本人又は世帯員のうち市町村民税所得割
の最多納税者の納税額が４６万円以上の場合）には補装具費の支給対象外とする。

• 生活保護への移行防止措置あり

参 考

１．補装具の種目
［身体障害者・身体障害児共通］

義肢 装具 座位保持装置 盲人安全つえ 義眼眼鏡 補聴器 車椅子 電動車椅子 歩行器
歩行補助つえ（Ｔ字状・棒状のものを除く）重度障害者用意思伝達装置

［身体障害児のみ］
座位保持椅子 起立保持具 頭部保持具 排便補助具

２．創設年度 平成１８年１０月施行
※ 障害者自立支援法施行に伴い、身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づく補装具給付制度を一

元化し、補装具費支給制度としたもの。
[身体障害者福祉法] 昭和２５年度 [児童福祉法] 昭和２６年度

・ 支給根拠 障害者総合支援法 第７６条第１項
・ 国の負担根拠 障害者総合支援法 第９５条第１項第２号

生活保護 生活保護世帯に属する者 ０円

低所得 市町村民税非課税世帯 ０円

一 般 市町村民税課税世帯 ３７，２００円
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補装具費の支給の仕組み

○補装具の購入（修理）を希望する者は、市町村に補装具費支給の申請を行う。
○申請を受けた市町村は、更生相談所等の意見を基に補装具費の支給を行うことが適切であると認めるときは、補装具費の支給の決定を行う。
○補装具費の支給の決定を受けた障害者等は、事業者との契約により、当該事業者から補装具の購入(修理)のサービス提供を受ける。
○障害者等が事業者から補装具の購入(修理)のサービスを受けた時は、
（償還払方式の場合）

・事業者に対し、補装具の購入(修理)に要した費用を支払うとともに、
・市町村に対し、補装具の購入(修理)に通常要する費用（補装具費＝基準額－利用者負担額）に相当する額を請求する。

（代理受領の場合）

・障害者等は、事業者に対し、補装具の購入(修理)に要した費用のうち利用者負担額を支払うとともに、
・事業者は、市町村に対し、補装具の購入(修理)に通常要する費用から利用者負担額を差し引いた額を請求する。

○市町村は、事業者から補装具費の請求があった時は、補装具費の支給を行う。

○補装具の購入（修理）を希望する者は、市町村に補装具費支給の申請を行う。
○申請を受けた市町村は、更生相談所等の意見を基に補装具費の支給を行うことが適切であると認めるときは、補装具費の支給の決定を行う。
○補装具費の支給の決定を受けた障害者等は、事業者との契約により、当該事業者から補装具の購入(修理)のサービス提供を受ける。
○障害者等が事業者から補装具の購入(修理)のサービスを受けた時は、
（償還払方式の場合）

・事業者に対し、補装具の購入(修理)に要した費用を支払うとともに、
・市町村に対し、補装具の購入(修理)に通常要する費用（補装具費＝基準額－利用者負担額）に相当する額を請求する。

（代理受領の場合）

・障害者等は、事業者に対し、補装具の購入(修理)に要した費用のうち利用者負担額を支払うとともに、
・事業者は、市町村に対し、補装具の購入(修理)に通常要する費用から利用者負担額を差し引いた額を請求する。

○市町村は、事業者から補装具費の請求があった時は、補装具費の支給を行う。

市町村
補装具
製作業者

①補装具費支給申請
⑨費用支払いの請求 （90/100）

④補装具費支給決定(種目・金額)
※申請者が適切な業者の選定に必要と
なる情報の提供

⑩費用の支払い（補装具費の支給）

⑤重要事項の説明、契約

⑦補装具の引渡し

⑧補装具の購入(修理)費のう
ち自己負担額の支払い

（100／100）

利用者
（申請者）

②意見照会
判定依頼

③見書の交付
判定書の交付

⑥製作指導
適合判定 更生相談所等

指定自立支援医療機関
保 健 所

市町村
補装具
製作業者

①補装具費支給申請

④補装具費支給決定(種目・金額)
※申請者が適切な業者の選定に
必要となる情報の提供

⑤重要事項の説明、契約

⑦補装具の引渡し

⑧補装具の購入(修理)費のう
ち自己負担額の支払い

⑨代理受領に係る補装具費支
払請求書を提出

利用者
（申請者）

②意見照会
判定依頼

③見書の交付
判定書の交付

⑥製作指導
適合判定 更生相談所等

指定自立支援医療機関
保 健 所

⑩代理受領に係る補装具費支払請求書を提出

⑪補装具費の支払い

償還払方式の場合 代理受領の場合
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４ 地域生活支援事業について
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地域生活支援事業の概要等

障害者総合支援法第77条・第78条
障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさ

わしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事
業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関
わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与すること
を目的とする。

根 拠 法 ：
概 要 ：

根拠法及び概要

事業の性格

実施主体

○ 地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効率的・効果的な事業実施が可能である事業
［地域の特性］ 地理的条件や社会資源の状況

［柔軟な形態］ ①委託契約、広域連合等の活用、②突発的なニーズに臨機応変に対応が可能

③個別給付では対応できない複数の利用者への対応が可能

○ 地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む事業
○ 生活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利用することも想定できる

※ ただし、地域生活支援事業単独で行うことも可。
○ 障害者保健福祉サービスに関する普及啓発等の事業

○市町村地域生活支援事業（法第77条）

■市町村（指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が市町村必須事業を代行可）

■事業の全部又は一部を団体等に委託又は補助が可能

○都道府県地域生活支援事業（法第78条）

■都道府県（指定都市、中核市に委託可能）

■事業の全部又は一部を団体等に委託又は補助が可能
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地域生活支援事業等について

○ 地域生活支援事業（障害者総合支援法第77条・第77条の2・第78条）４５１億円（４４１億円）
【事業の性格】

(1) 事業の実施主体である市町村等が、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効果的・

効率的な事業実施が可能である事業

［地域の特性］ 地理的条件や社会資源の状況

［柔軟な形態］ ①委託契約、広域連合等の活用、②突発的なニーズに臨機応変に対応が可能、

③個別給付では対応できない複数の利用者への対応が可能

(2) 地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む事業（事業の実施内容は地方が決定）

(3) 生活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利用することも可能。

【補助率】 ※統合補助金

市町村事業 ：国１／２以内、都道府県１／４以内で補助

都道府県事業：国１／２以内で補助

障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体である市町村等が柔軟な形態により事業を計画的に実施する地

域生活支援事業に加え、平成29年度より政策的な課題に対応するための地域生活支援促進事業を実施。

【予算額】 令和2年度予算額 地域生活支援事業費等補助金 ５０５億円（元年度予算額 ４９５億円）

○ 地域生活支援促進事業 ５５億円（５４億円）
発達障害者支援、障害者虐待防止対策、障害者就労支援、障害者の芸術文化活動の促進等、国として促進すべき事

業について、特別枠に位置づけ、５割又は定額の補助を確保し、質の高い事業実施を図る。

【補助率】

国１／２又は定額（10/10相当） 48



１ 理解促進研修・啓発事業

２ 自発的活動支援事業

３ 相談支援事業

(1) 障害者相談支援事業《交付税》

(2) 基幹相談支援センター等機能強化事業

(3) 住宅入居等支援事業（居住サポート事業）

４ 成年後見制度利用支援事業

５ 成年後見制度法人後見支援事業

６ 意思疎通支援事業

７ 日常生活用具給付等事業

８ 手話奉仕員養成研修事業

９ 移動支援事業

10 地域活動支援センター

(1) 地域活動支援センター基礎的事業《交付税》

(2) 地域活動支援センター機能強化事業

注）下線は必須事業

令和２年度地域生活支援事業一覧

11 任意事業

【日常生活支援】

(1) 福祉ホームの運営

(2) 訪問入浴サービス

(3) 生活訓練等

(4) 日中一時支援

(5) 地域移行のための安心生活支援

(6) 巡回支援専門員整備

(7) 相談支援事業所等（地域援助事業者）における退院支援

体制確保

(8) 協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援

(9) 児童発達支援センターの機能強化

【社会参加支援】

(1) レクリエーション活動等支援

(2) 芸術文化活動振興

(3) 点字・声の広報等発行

(4) 奉仕員養成研修

(5) 複数市町村による意思疎通支援の共同実施促進

(6) 家庭・教育・福祉連携推進事業

【就業・就労支援】

(1) 盲人ホームの運営

(2) 知的障害者職親委託

(3) 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業

12 障害支援区分認定等事務《交付税》

13 自動車運転免許取得・改造助成《交付税》

14 更生訓練費給付《交付税》

市 町 村 事 業
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【日常生活支援】

(1) 福祉ホームの運営

(2) オストメイト（人工肛門、人工膀胱造設者）社会適応訓練

(3) 音声機能障害者発声訓練

(4) 児童発達支援センターの機能強化

(5) 矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行促進

(6) 医療型短期入所事業所開設支援

(7) 障害者の地域生活の推進に向けた体制強化支援事業

【社会参加支援】

(1) 手話通訳者設置

(2) 字幕入り映像ライブラリーの提供

(3) 点字・声の広報等発行

(4) 点字による即時情報ネットワーク

(5) 都道府県障害者社会参加推進センター運営

(6) 奉仕員養成研修

(7) レクリエーション活動等支援

(8) 芸術文化活動振興

(9) サービス提供者情報提供等

(10) 障害者自立(いきいき)支援機器普及アンテナ事業

(11) 企業ＣＳＲ連携促進

【就業・就労支援】

(1) 盲人ホームの運営

(2) 重度障害者在宅就労促進（バーチャル工房支援）

(3) 一般就労移行等促進

(4) 障害者就業・生活支援センター体制強化等

【重度障害者に係る市町村特別支援】

【障害福祉のしごと魅力発信事業】

１ 専門性の高い相談支援事業
(1) 発達障害者支援センター運営事業
(2) 高次脳機能障害及びその関連障害に対する

支援普及事業
(3) 障害児等療育支援事業《交付税》

２ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
(1) 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業
(2) 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業
(3) 失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業

３ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
(1) 手話通訳者・要約筆記者派遣事業
(2) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
(3) 失語症者向け意思疎通支援者派遣事業

４ 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡
調整事業

５ 広域的な支援事業
(1) 都道府県相談支援体制整備事業
(2) 精神障害者地域生活支援広域調整等事業
(3) 発達障害者支援地域協議会による体制整備事業

６ 任意事業
【サービス・相談支援者、指導者育成事業】
(1) 障害支援区分認定調査員等研修事業
(2) 相談支援従事者研修事業
(3) サービス管理責任者研修事業
(4) 居宅介護従事者等養成研修事業
(5) 障害者ピアサポート研修事業
(6) 身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業
(7) 音声機能障害者発声訓練指導者養成事業
(8) 精神障害関係従事者養成研修事業
(9) 精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業
(10) その他サービス・相談支援者、指導者育成事業

注）下線は必須事業

都 道 府 県 事 業

令和２年度地域生活支援事業一覧
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15 薬物依存症に関する問題に取り組む民間団体

支援事業

16 ギャンブル等依存症に関する問題に取り組む民間

団体支援事業

17 「心のバリアフリー」推進事業

18 身体障害者補助犬育成促進事業

19 発達障害児者及び家族等支援事業

20 発達障害診断待機解消事業

21 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの

構築推進事業

22 地域生活支援事業の効果的な取組推進事業

23 障害者ＩＣＴサポート総合推進事業

24 意思疎通支援従事者キャリアパス構築支援事業

25 地域における読書バリアフリー体制強化事業

26 聴覚障害児支援中核機能モデル事業

（※）定額（10/10相当）補助を含む。

１ 発達障害児者地域生活支援モデル事業

２ かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業

３ 発達障害者支援体制整備事業

４ 障害者虐待防止対策支援事業

５ 障害者就業・生活支援センター事業

６ 工賃向上計画支援等事業（※）

７ 就労移行等連携調整事業

８ 障害者芸術・文化祭開催事業（※）

９ 障害者芸術・文化祭のサテライト開催事業

10 医療的ケア児等総合支援事業

11 強度行動障害支援者養成研修事業（基礎研

修、実践研修）

12 障害福祉従事者の専門性向上のため研修

受講促進事業

13 成年後見制度普及啓発事業

14 アルコール関連問題に取り組む民間団体支援事業

令和２年度地域生活支援促進事業一覧

１ 発達障害児者地域生活支援モデル事業 ５ 発達障害児者及び家族等支援事業
２ 障害者虐待防止対策支援事業 ６ 地域生活支援事業の効果的な取組推進事業（※）
３ 医療的ケア児等総合支援事業 ７ 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業
４ 成年後見制度普及啓発事業

（※）定額（10/10相当）補助を含む。

市 町 村 事 業

都 道 府 県 事 業
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５ 苦情解決制度について
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苦情解決事業

平成１２年の社会福祉事業法改正により、福祉サービスは、これまでの行政による措置制度から、利
用者が自らの意思でサービスを選択し、事業者と対等な立場で契約を結ぶことにより利用する制度へ変
更されることとなった。

福祉サービスにおいて、苦情を適切に解決することは、利用者にとっては、福祉サービスに対する満

足感を高めることや早急な虐待防止対策が講ぜられること等の効果が期待でき、事業者にとっては、利
用者ニーズの把握や提供サービスの妥当性の検証が可能となる。

福祉サービスに関する苦情は、本来、当事者である利用者と事業者との間で自主的に解決されるべ

きものである。しかしながら、苦情を密室化せず、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場
や特性に配慮した適切な対応を推進するため、事業者段階及び都道府県段階それぞれに苦情解決の
仕組みを整備することとした。

それぞれの苦情解決の仕組みは下記の通りである。

ア 事業者段階の仕組み

社会福祉法第８２条において、すべての社会福祉事業の経営者についての苦情解決の責務を明確化
するとともに第三者委員の設置など苦情解決の仕組みを設けることとしている。

イ 都道府県段階の仕組み

社会福祉法第８３条の規定により、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福
祉サービスに関する利用者からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、公正・中
立な第三者機関として「運営適正化委員会」を設置している。
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福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの概要図

福 祉 サ ー ビ ス 利 用 者

事業者
苦情（意見）の受付

苦情内容の確認

話し合い

＊事業者が選任した第三者

＊利用者・事業者・第三者

※事業者の苦情解決の責務を明確化

運営適正化委員会

都道府県社会福祉協議会に設置

人格が高潔であり、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会
福祉、法律又は医療に関し学識経験の有する者で構成

②苦情の解決についての相談
⑥解決のあっせん

⑧苦情に対する解決
（処理）状況の報告

④処理内容の調査
⑤事情調査
⑦結果の伝達

都道府県
申出の内容により、①事業者段階、②運営適正化委員
会、③直接監査のいずれかを選択して解決を図ること

⑨情報提供緊急時の通知

苦情申出

③
助
言

⑤
事
情
調
査

監査の際の確認（苦情申出）

①
苦
情
申
出
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６ 介護保険制度との関係について
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介護保険と障害福祉の適用関係

社会保障制度の原則である保険優先の考え方の下、サービス内容や機能から、障害福祉
サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係る保険給
付を優先して受けることになる。

市町村は、介護保険の被保険者（受給者）である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、

（２）介護給付費等と介護保険制度との適用関係

市町村は、介護保険の被保険者（受給者）である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、
個別のケースに応じて、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可
能か否か、当該介護保険サービスに係る保険給付を受けることが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給
者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握し、適切に支給決定すること。

② 介護保険サービス優先の捉え方

ア サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護
保険サービスに係る保険給付を優先して受けることとなる。しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合
でも、その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これに
より必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難であることから、障害福祉サービスの種類
や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優
先的に利用するものとはしないこととする。

したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容（利用意向）を聴き取り
により把握した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に
判断すること。

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」

一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、申請者の個別の状況に応じ、申
請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能かを判断
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③ 具体的な運用

申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本
的には介護給付費等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サービスの利用について介護保険法の規定による保険
給付が受けられない場合には、その限りにおいて、介護給付費等を支給することが可能である。

ア 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サー
ビスに相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険の
ケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。

イ 利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者
が実際に申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合（当該事
情が解消するまでの間に限る。）。

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」

状態の変化によりサービスの必要量が増減する場合があるが、介護保険利用前に必要とされていたサービスが、介護保険利
用開始前後で大きく変化することは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即した適切な運用をお願いしたい。

「平成26年3月障害保健福祉関係主管課長会議」

イ サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの（同
行援護、行動援護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援等）については、当該障害福祉サービスに係る介
護給付費等を支給する。

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」

市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができないと認
められる場合等には、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能

障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合については 、障害者総
合支援法に基づくサービスを受けることが可能

57



７ 障害福祉計画について
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ひょうご障害者福祉計画

全体版 概要版(SPコード対応)

●本県基本計画である「21世紀兵庫長期ビジョン」「少子高齢社会
福祉ビジョン」「ひょうごユニバーサル社会づくり総合指針」の
下位計画であり、国基本指針に基づき策定

※「ひょうご障害者福祉プラン」は昭和57年に策定後、平成7年、
平成13年、平成22年に改定

※「兵庫県障害福祉計画」は第１期計画を平成19年に策定後、平成
21年、平成24年に改定

ひょうご障害者福祉計画

21世紀兵庫長期ビジョン

兵庫県地域
福祉支援計画

兵庫県老人
福祉計画

……ひょうご
障害者
福祉計画

少子高齢社会福祉ビジョン

ひょうごユニバーサル社会づくり総合指針

基
本

計
画

実
施

計
画

●計画期間：平成27年度～令和３年度（第5期障害福祉計画該当部分は平成30年度～令和2年度）
●策定根拠：障害者基本法及び障害者総合支援法 ●策定時期：平成27年3月

～自分で決める 自分の生き方 みんなでつなぐ 共生の社会～

本計画の位置付け 冊子（全体版と概要版）

（県ホームページからダウンロードできます）
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2040年

(平成52年度)の“未来予想図”

障害が１つの個性として浸透
し、街中などを行き交う中で、
人々がごく自然に接し合う風
景

①障害のある人ができる限り自分で決定を行える環境を整え、その結果を尊重する視点
②障害特性等に配慮した“その人のため、本人中心”意識を持ち、「自助・共助・公助」

の支え合いを実践する視点
③障害のある人が、自分らしく生きる権利を尊重される、差別のないユニバーサルな

社会をつくりあげる視点

2020年

(平成32年度)の“目標”

障害のある人もない人も、皆
が支え合い、住みたい地域・
場所で、ともに暮らしていけ
ること

自己決定 共生

取組のためのキーワード

生活基盤
づくり安全安心

教育・
社会参加

しごと支援くらし支援

障害のある人が、支援者とともに自分に
必要なサービスを選択できる環境が整備
され、充実した生活基盤の上で毎日を過
ごすことができる社会

障害のある人が、基本的
人権を享有する個人とし
て人格や個性、選択の機
会が尊重され、安全安心
で、差別のない環境を享
受できる社会

障害のある人が自分で選んだ地
域・住居等に住み、必要な支援の
もとで快適に暮らすことができる
生活環境が整備された社会

障害のある人が年齢や能
力・特性に応じた十分な
教育を受け、自分が興味
を持つ地域活動に進んで
参加することができる社
会

障害のある人が、適性や能力に応じ
た職業や多様な働き方のもとで、意
欲を持って生き生きと働くことがで
きる社会

施策分野ごとの取組

ひょうご障害者福祉計画の概要
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第１期
障害福祉計画

18年度～20年度

第２期
障害福祉計画

21年度～23年度

第３期
障害福祉計画

24年度～26年度

第４期
障害福祉計画

27年度～29年度

第５期
障害福祉計画

第１期
障害児福祉計画
30年度～2年度

平成23年度を目
標として、地域の
実情に応じた数値
目標及び障害福
祉サービスの見込
量を設定

第１期の実績を
踏まえ、第２期障
害福祉計画を作
成

つなぎ法による
障害者自立支援
法の改正等を踏
まえ、平成26年度
を目標として、第３
期障害福祉計画
を作成

障害者総合支援
法の施行等を踏
まえ、平成29年度
を目標として、第４
期障害福祉計画
を作成

障害者総合支援
法・児童福祉法の
改正等を踏まえ、
平成32(令和２)年
度を目標として、
第５期障害福祉計
画等を作成

障害福祉計画等と基本指針

H24 H25  H26 H27 H28   H29   H30       H31     R2

基
本
指

針
見

直
し

計
画

作
成

計
画

作
成

厚生労働大臣

・・・３年に１回、基本指針の見直し

都道府県・市町村

・・・３年ごとに障害福祉計画等の作成

○ 基本指針（厚生労働大臣）では、障害福祉計画の計画期間を３年としており、これに

即して、都道府県・市町村は３年ごとに障害福祉計画を作成している。平成３０年度か

らは、障害児福祉計画についても同様に作成することになっている。

計
画

作
成

基
本
指

針
見

直
し

基
本
指

針
見

直
し
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市町村障害福祉計画（障害者総合支援法第88条関係）

障害福祉サー
ビス、相談支
援及び地域生
活支援事業の
提供体制の確
保に係る目標
に関する事項

都道府県障害福祉計画（障害者総合支援法第89条関係）

み

各年度における
指定障害福祉サ
ービス、指定地
域相談支援又は
指定計画相談支
援の種類ごとの
必要な量の見込
み

障害福祉サービス等
の見込量の確保方策

医療機関等の関係
機関との連携

（義務）（義務）

（努力義務）（努力義務）

（その他の事項）（その他の事項）

・計画は障害者等の数、その障害の状況を勘案するこ
と（義務）

・計画を作成する場合、障害者等の心身の状況等を把握
した上で作成すること（努力義務）

・他の計画と調和が保たれること（義務） など

（義務）（義務）

（努力義務）（努力義務）

施設障害
福祉サー
ビスの質
の向上

区域ごと
の医療機
関等の関
係者との
連携

国の基本指針（障害者総合支援法第87条）

（その他の事項）（その他の事項）
・他の計画と調和が保たれること（義務） など

（
計
画
の
提
出
）

（
計
画
の
提
出
）

（計画の提出）（計画の提出）

（
都
道
府
県
の

意
見
を
聴
く
）

（
都
道
府
県
の

意
見
を
聴
く
）

障害福祉サービス、相談支援並びに市町
村及び都道府県の地域生活支援事業の提
供体制の確保に係る目標に関する事項

障害福祉サービス及び相
談支援の提供体制の確保
に関する基本的事項

市町村及び都道府県の
障害福祉計画に関する
事項

その他の事項

※各市町村を包括する広域的な見地から作成

障害福祉サー
ビス、相談支
援及び地域生
活支援事業の
提供体制の確
保に係る目標
に関する事項

各年度の
指定障害
者支援施
設の必要
入所定員
総数

区域ごとの
障害福祉サ
ービス等の
見込量の確

保方策

区域ごとの障
害福祉サービ
ス等に従事す
る者の確保又
は資質の向上

（参考１）障害福祉計画と基本指針の基本的な構造

（注）

（注）都道府県は、定員や見込量が超えることになる等の場合には、施設・
事業所の指定を行わないことができる。（障害者支援施設、生活介護、
就労継続支援B型）

（注）

（基本指針に即して計画を作成）（基本指針に即して計画を作成）

各年度におけ
る市町村の地
域生活支援事
業の種類ごと
の実施に関す
る考え方及び
量の見込み

各年度における
区域ごとの指定
障害福祉サービ
ス、指定地域相
談支援又は指定
計画相談支援の
種類ごとの必要
な量の見込み

各年度におけ
る都道府県の
地域生活支援
事業の種類ご
との実施に関
する考え方及
び量の見込み
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市町村障害児福祉計画（児童福祉法第33条の20関係）

障害児通所支援及び

障害児相談支援の

提供体制の確保に係

る目標に関する事項

都道府県障害児福祉計画（児童福祉法第33条の22関係）

各年度における指定通所

支援又は指定障害児相

談支援の種類ごとの必要

な量の見込み

指定通所支援又は指
定障害児相談支援の
見込量の確保方策

医療機関、教育機関
等の関係機関との

連携

（義務）（義務）

（努力義務）（努力義務）

（その他の事項）（その他の事項）

・計画は障害児の数、その障害の状況を勘案するこ
と（義務）

・計画を作成する場合、障害児の心身の状況等を把握
した上で作成すること（努力義務）

・他の計画と調和が保たれること（義務） など

（義務）（義務）

（努力義務）（努力義務）

障害児入
所支援の
質の向上

区域ごとの
医療機関、
教育等の関
係者との

連携

国の基本指針（児童福祉法第33条の19）

（その他の事項）（その他の事項）
・他の計画と調和が保たれること（義務） など

（
計
画
の
提
出
）

（
計
画
の
提
出
）

（計画の提出）（計画の提出）

（
都
道
府
県
の

意
見
を
聴
く
）

（
都
道
府
県
の

意
見
を
聴
く
）

障害児通所支援、障害児入所支援及び障
害児相談支援の提供体制の確保に係る目
標に関する事項

障害児通所支援、障害児入所支
援及び障害児相談支援の提供体
制の確保に関する基本的事項

市町村及び都道府県の
障害児福祉計画に関す
る事項

その他の事項

※各市町村を包括する広域的な見地から作成

障害児通所支援、 障

害児入所支援及び障
害児相談支援の 提

供体制の確保に係る
目標に関する事項

各年度における区域
ごとの指定通所支援
又は指定障害児相談
支援の種類ごとの
必要な量の見込み

各年度の
指定障害児
入所施設等
の必要入所
定員総数

区域ごとの
指定通所支
援の見込量
の確保方策

区域ごとの指
定通所支援又
は指定障害児
相談支援の質

の向上

（参考２）障害児福祉計画と基本指針の基本的な構造

（注）

（注）都道府県は、定員や見込量が超えることになる等の場合には、施設・事業
所の指定を行わないことができる。(障害児入所施設、放課後等デイサービ
ス等)

（注）

（基本指針に即して計画を作成）（基本指針に即して計画を作成）
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福祉施設から一般就労への移行等

○ 福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加

○ 就労移行支援事業の利用者の増加

○ 就労移行支援事業所の就労移行率の増加

○ 一定の就労定着率の達成

施設入所者の地域生活への移行

○ 地域生活移行者の増加

○ 施設入所者の削減

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

○ 障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置

○ 市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置

○ 精神病床における１年以上長期入院患者数（６５歳以上、６５歳未満）

○ 精神病床における早期退院率（入院後３か月・６か月・１年の退院率）

（都道府県・市町村）
〇 居宅介護等の訪問系サービスの利用者数、利用時間数
○ 生活介護の利用者数、利用日数
○ 自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数
○ 就労移行支援の利用者数、利用日数
○ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
○ 短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数
〇 自立生活援助の利用者数
○ 共同生活援助の利用者数
○ 地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用者数
○ 施設入所支援の利用者数 ※施設入所者の削減（

基
本
指
針
の
理
念
）自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現

障
害
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会

（都道府県・市町村）
○ 就労移行支援の利用者数、利用日数
○ 就労移行支援事業等（就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）から一般就

労への移行者数
〇 就労定着支援の利用者数
（都道府県）
○ 福祉施設から公共職業安定所に誘導した福祉施設利用者数
○ 福祉施設から障害者就業・生活支援センターに誘導した福祉施設利用者数
○ 福祉施設利用者のうち公共職業安定所の支援を受けて就職した者の数
○ 障害者に対する職業訓練の受講者数

（成果目標）
（活動指標）

障害者の地域生活の支援

○ 地域生活支援拠点の整備

障害児支援の提供体制の整備等

○ 児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実

○ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デ
イサービス事業所の確保

○ 医療的ケア児支援のための保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係
機関の協議の場の設置

（都道府県・市町村）
○ 児童発達支援の利用児童数、利用日数
○ 医療型児童発達支援の利用児童日数、利用日数
○ 放課後等デイサービスの利用児童数、利用日数
○ 保育所等訪問支援の利用児童数、利用日数
○ 居宅訪問型児童発達支援の利用児童数、利用日数
○ 障害児相談支援の利用児童数
○ 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数
（都道府県）
○ 福祉型障害児入所施設の利用児童数
○ 医療型障害児入所施設の利用児童数

（都道府県・市町村）
○ 居宅介護等の訪問系サービスの利用者数、利用日数
○ 生活介護の利用者数、利用日数
○ 自立訓練（生活訓練）の利用者数、利用日数
○ 就労移行支援の利用者数、利用日数
○ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
○ 短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数
○ 自立生活援助の利用者数
○ 共同生活援助の利用者数
○ 地域相談支援（計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援）の利用者数

（参考３） 成果目標と障害福祉サービスの見込量（活動指標）との関係
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８ （自立支援）協議会について
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（協議会の設置）

法第八九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関
係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職
務に従事する者その他の関係者により構成される協議会を置くように努めなければならない。

２ 前項の協議会は、関係機関等が相互の連携をはかることにより、地域における障害者等への支援体制に
関する課題について、情報を共有し、関係期間等の連携の緊密かを図るとともに、地域の実情に応じた体制の
整備について協議を行うものとする。

（自立支援）協議会の法的位置づけ

保健・医療

当事者サービス事業者

子育て支援

相談支援事業者

（自立支援）協議会

企業・就労支援

高齢者介護

行政機関

障害者相談員

民生委員

学校

宅建業者

【（自立支援）協議会を構成する関係者イメージ】
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市町村（自立支援）協議会の機能

情報機能 • 困難事例や地域の現状・課題等の情報共有と情報発信

調整機能
• 地域の関係機関によるネットワーク構築
• 困難事例への対応のあり方に対する協議、調整

開発機能 • 地域の社会資源の開発、改善

教育機能 • 構成員の資質向上の場としての活用

権利擁護機能 • 権利擁護に関する取り組みを展開する

評価機能

• 中立公平性を確保する観点から、委託相談支援事業者、基幹相談支
援センター等の運営評価

• 指定特定相談支援事業、重度包括支援事業等の評価
• 都道府県相談支援体制整備事業の活用

出典：自立支援協議会の運営マニュアル （財団法人日本障害者リハビリテーション協会（平成20年3月発行）
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各会議の標準的なシステムとポイント
（地域自立支援）協議会はプロセス（個別課題の普遍化）
機能する協議会のイメージ

全体会 年２～３回

定例会 毎月開催

運営会議（事務局会議） 毎月開催・随時

専門部会
随時開催

専門部会
随時開催

専門部会
随時開催

専門部会
随時開催

ニーズ・課題
・個別ケース等

一般的な協議会のイメージ

個別の
支援会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

Aさん Bさん Cさん Dさん

＊全体会において地域全体で確認

ポイント５

＊課題別に具体的議論を深める。社会資源の改
善・開発を全体会に提案

ポイント４

＊定例会で地域の情報を共有し、具体的に協議
する場（参加者は現場レベル）

ポイント３

＊個別の支援会議で確認した課題の取扱につ
いて運営会議で協議・調整
（交通整理役、協議会のエンジン）

ポイント２

＊個別支援会議は協議会の命綱

これが開催されないと、協議会の議論が空回り
する場合が多い。

＊本人を中心に関係者が支援する支援を行う
上での課題を確認する場

ポイント１

出典：自立支援協議会の運営マニュアル （財団法人日本障害者リハビリテーション協会（平成20年3月発行） 一部改変
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• 自己完結に陥らない（ネットワークで取り組む基盤をつくる）

• 他人事にとらえない（地域の課題を的確に把握する）

• 出来ることから進める（成功体験を積み重ねる）

• 取り組みの成果を確認する（相互に評価する）

市町村（自立支援）協議会は地域づくりの中核

市町村（自立支援）協議会は地域が協働する場

地域で障害者を支える
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都道府県（自立支援）協議会

①法的根拠

（障害者総合支援法施行規則）

第六五の一五 法第七十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事業は、（略）、都道
府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、（略）その他
障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応
が必要なものとする。

②役割

• 都道府県内の圏域事の相談支援体制の状況を把握・評価し整備方策を助言

• 相談支援従事者の研修のあり方を協議

• 専門的分野における支援方策について情報や知見を共有、普及

• その他（都道府県障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議、権利擁護の普及に関する
こと等）

③構成メンバー等

相談支援従事者、専門相談機関、更生相談所、児童相談所、教育委員会、学識経験者、市
町村（協議会）代表、当事者・家族会代表、その他都道府県関係行政機関 等
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（自立支援）協議会と障害福祉計画

（市町村障害福祉計画）

法第八八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保
その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉
計画」という。）を定めるものとする。

８ 市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町
村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会
の意見を聴くよう努めなければならない。

（都道府県障害福祉計画）

法第八九条 都道府県は基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資す
るため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確
保その他のこの法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。

６ 都道府県は、協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変
更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければな
らない。
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９ 地域生活支援拠点等の整備について
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障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、体験の機会・
場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じた創意工夫
により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。

体験の機会・場

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。

多機能拠点整備型 面的整備型

体験の機会・場

緊急時の受け入れ

相談

地域生活支援拠点等の整備について

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター 等

専門性
地域の体制づくり

障害福祉サービス・在宅医療等

必要に応じて連携

相談

緊急時の受け入れ

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター

短期入所

相談支援事業所

日中活動サービス
事業所

地域の体制づくり

専門性

コーディネーター
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地域生活支援拠点等の整備促進について（通知）【骨子】

平成２９年７月７日

○ 地域生活支援拠点等の整備促進を図るため、目的、必要な機能等、市町村・都道府県の責務と役割を
周知・徹底する。

趣旨

○ 障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、
重度障害にも対応できる専門性を有し、障害者等やその家族
の緊急事態に対応を図る。

整備の目的

○ ５つの機能を集約して、「多機能拠点整備型」、「面的整備
型」等、地域の実情に応じた整備を行う。

① 相談 ② 緊急時の受け入れ・対応
③ 体験の機会・場 ④ 専門的人材の確保・養成
⑤ 地域の体制づくり

※ 地域の実情を踏まえ、必要な機能やその機能の内容の充足
の程度については、市町村が判断する。

※ 緊急時の対応等について、医療機関との連携も含め、各機
能を有機的に組み合わせる。

※ 地域の実情に応じた機能の付加も可能。

必要な機能等

○ 個別事例を積み重ね、地域の共通課題を捉え、地域づくりの
ために活用することが重要である。

○ 必要な機能が適切に実施されているかどうか、定期的に又
は必要な時に、運営に必要な機能の実施状況を把握しなけれ
ばならない。

運営上の留意点

【整備に向けた取組】
○ 地域におけるニーズの把握や課題の整理を早期

に行い、積極的な整備を進める必要がある。

○ 拠点等の整備については、必要な機能等の実効
性の担保等により市町村が総合的に判断する。
（拠点等の整備時期を明確にしておくことが必要）

【必要な機能の充実・強化】
○ 地域の課題や目標を共有しながら、相互に連携す

る効果的な取組を推進していくこと。

○ 効果的な運営の継続
・ 市町村の定期的な評価
・ 拠点等の取組情報の公表（普及・啓発）

【都道府県の役割】
○ 都道府県は、拠点等の整備、運営に関する研修会

等を開催し、管内市町村における好事例（優良事例）
の紹介、また、現状や課題等を把握し、共有するなど
後方的かつ継続的な支援を図る。

市町村・都道府県の責務と役割
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Ⅲ 障害者支援における権利擁護
と虐待防止に関わる法律
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１ 障害者の権利に関する条約及び
障害者差別解消法について
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平成１６年 ６月 ４日 障害者基本法改正（議員立法）

※ 施策の基本的理念として差別の禁止を規定

平成１８年 １２月 １３日 第61回国連総会において障害者権利条約を採択

平成１９年 ９月 ２８日 日本による障害者権利条約への署名

平成２３年 ８月 ５日 障害者基本法改正

※ 障害者権利条約の考え方を踏まえ、合理的配慮の概念を規定

平成２５年 ６月 ２６日 障害者差別解消法 公布・一部施行

平成２６年 １月 ２０日 障害者の権利に関する条約締結

平成２７年 ２月２４日 障害者差別解消法「基本方針」閣議決定

平成２８年 ４月 １日 障害者差別解消法施行

■ 障害者差別解消法関係の経緯
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我が国は「障害者の権利に関する条約」を批准しました！
障害者権利条約とは？

条約を締結するとどうなるの？

■ 「障害者権利条約」は，障害者の人権や基本的自由の享有を確保し，障害者の固有の尊厳の
尊重を促進するため，障害者の権利を実現するための措置等を規定しています。

例えば ◆障害に基づくあらゆる差別（合理的配慮の否定※を含む。）を禁止
◆障害者が社会に参加し、包容されることを促進
◆条約の実施を監視する枠組みを設置，等

※過度の負担ではないにもかかわらず，障害者の権利の確保のために必要・適当な調整等（例：スロープの設置）を行わないことを指します。

■ 我が国において，障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化されます。
（障害者の身体の自由や表現の自由等の権利，教育や労働等の権利が促進されます。）
（我が国による条約の実施を，国内において監視する枠組み（障害者政策委員会）や，国連の障害者権利委員会への
報告を通じて，継続的に説明していきます。また，障害者権利委員会委員への立候補について検討していきます。）

■ 人権尊重についての国際協力が一層推進されます。

2006年12月 国連総会で条約が採択されました。
2007年 9月 我が国が条約に署名しました。
2008年 5月 条約が発効しました。

条約締結に先立ち，障害当事者の意見も聴きながら，国内法令の整備を推進してきました。
2011年 8月 障害者基本法が改正されました。
2012年 6月 障害者総合支援法が成立しました。
2013年 6月 障害者差別解消法が成立し，障害者雇用促進法が改正されました。
これらの法整備をうけて，国会において議論され，2013年11月19日の衆議院本会議，12月4日の参議院本会議において全会一致で締結が

承認されました。

2014年3月現在 （我が国を含め）

142か国・1地域機関が締結済みです。

条約成立まで－締結に向けて我が国ではどのような取組が行われたの？

2014年3月 外務省人権人道課 （お問い合わせは03 - 5501- 8240まで）

2014年1月20日に我が国は「障害者権利条約」の締約国になりました。
また，2月19日に，我が国について障害者権利条約が発効しました。
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法＜平成２５年法律第６５号＞）の概要
施行日：平成２８年４月１日（施行後３年を目途に必要な見直し検討）

Ⅱ．差別を解消するための支援措置

● 相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談、紛争解決の制度の活用・充実紛争解決・相談

● 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携地域における連携

● 普及・啓発活動の実施啓発活動

Ⅰ．差別を解消するための措置

差別的取扱いの禁止 合理的配慮の不提供の禁止

国・地方公共団体等
民間事業者

民間事業者

国・地方公共団体等法的義務

努力義務

法的義務

（１）政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）

具体的な対応

● 主務大臣による民間事業者に対する報告徴収、助言・指導、勧告実効性の確保

※ 地方の策定は努力義務国・地方公共団体等 ⇒ 当該機関における取組に関する対応要領を策定
事業者 ⇒ 事業分野別の対応指針（ガイドライン）を策定

（２）

情報収集等 ● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供
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２ 障害者虐待防止法について
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障害者虐待防止法の概要

目 的

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとっ て障害者に
対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の 禁止、国等の責務、障
害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、 養護者に対する支援のための措置
等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する 支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権
利利益の擁護に資することを目的とする。

（平成２３年６月１７日成立、同６月２４日公布、
平成２４年１０月１日施行）

定 義

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障
壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

２ ｢障害者虐待｣とは、次の３つをいう。

①養護者による障害者虐待
②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
③使用者による障害者虐待

３ 障害者虐待の類型は、次の５つ。（具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。）

①身体的虐待 （障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること）

②放棄・放置 （障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による①③④の行為と同様の行為の放置等）

③心理的虐待 （障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと）

④性的虐待 （障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること）

⑤経済的虐待 （障害者から不当に財産上の利益を得ること） 81



障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に
相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

２ ｢障害者虐待｣とは、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待をいう。
３ 障害者虐待の類型は、①身体的虐待、②放棄・放置、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の５つ。

定 義

１ 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務規定を置く。
２ 「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐待防止等に係る具体的スキームを定める。

３ 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学
校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。

虐待防止施策

養護者による障害者虐待 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 使用者による障害者虐待

[市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保 [設置者等の責務] 当該施設等における障害者に
対する虐待防止等のための措置を実施

[事業主の責務] 当該事業所における障害者に対す
る虐待防止等のための措置を実施

[スキーム] [スキーム] [スキーム]

市
町
村

都
道
府
県

虐
待
発
見

虐
待
発
見

虐
待
発
見

市
町
村

附則第２条

政府は、学校、保育所等、医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確
保を実効的に行うための方策、障害者を訪問して相談等を行う体制の充実強化その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及
び自立の支援、養護者に対する支援等のための制度について、この法律の施行後三年を目途として、児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力
等の防止等に関する法制度全般の見直しの状況を踏まえ、この法律の施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず
るものとする。

検討

通報
①事実確認（立入調査等）
②措置(一時保護、後見審判請求)

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

①監督権限等の適
切な行使
②措置等の公表

通報
通報

通知

報告報告
労働局都道府県

（平成２３年６月１７日成立、同６月２４日公布、平成２４年１０月１日施行）

市町村

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であ
ること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支
援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資すること
を目的とする。

目 的
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区 分 内 容 と 具 体 例

身体的虐待

暴力によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛り付けたり、過剰な投薬によって動きを抑制する行為。
【具体的な例】
・平手打ちする ・殴る ･蹴る ・壁に叩きつける ・つねる ・無理やりに食べ物や飲み物を口にいれる
・やけど ・打撲させる ・身体拘束（柱やベッドに縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑
制する、ミトンやつなぎ服を着せる、部屋に閉じ込める、施設側の管理の都合で睡眠薬等を服用させる等）

性的虐待

性的な行為やその強要（表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある）
【具体的な例】
･性行 ・性器への接触 ・性的行為を強要する ・裸にする ・キスする
・本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する ・わいせつな映像を見せる ・更衣やトイレ等の場面をの
ぞいたり映像や動画を撮影する

心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的苦痛を与えること。
【具体的な例】
・「バカ」「あほ」等障害者を侮辱する言葉を浴びせる ・怒鳴る ・ののしる ・悪口を言う ・仲間に入れない ･子ど
も扱いする ・人格をおとしめるような扱いをする ・話しているのに意図的に無視する

放棄・放置

食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない等に
よって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。
【具体的な例】
・食事や水分を十分に与えない ・食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している ・あまり入浴させない ・汚
れた服を着させ続ける ・排泄の介助をしない ・髪や爪が伸び放題 ・室内の掃除をしない
・ごみを放置したままにしてある等劣悪な住環境の中で生活させる ・病気やけがをしても受診させない ・学校に
行かせない ・必要な福祉サービスを受けさせない ･制限する ・同居人による身体的虐待や性的虐待、心理的
虐待を放置する

経済的虐待

本人の同意なしに（あるいはだます等して）財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使
用を理由なく制限すること。
【具体的な例】
・年金や賃金を渡さない ・本人の同意なしに財産や預貯金分を処分・運用する ・日常生活に必要な金銭を渡さ
ない・使わせない ・本人の同意なしに年金等を管理して渡さない。 83



虐待行為と刑法

虐待行為は、刑事罰の対象になる場合があります。

等に該当することが考えられます。

これまでの虐待事案においても、虐待した障害者福祉施設等の職員が警察によって逮捕、
送検された事案が複数起きています。

虐待行為の類型 該当する刑法の例

① 身体的虐待 刑法第199条殺人罪、第204条傷害罪、第208条暴行罪、
第220条逮捕監禁罪

② 性的虐待 刑法第176条強制わいせつ罪、第177条強姦罪、
第178条準強制わいせつ、準強姦罪

③ 心理的虐待 刑法第222条脅迫罪、第223条強要罪、第230条名誉毀損罪、
第231条侮辱罪

④ 放棄・放置 刑法第218条保護責任者遺棄罪

⑤ 経済的虐待 刑法第235条窃盗罪、第246条詐欺罪、第249条恐喝罪、
第252条横領罪
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平成３０年度 都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等
（調査結果）

・上記は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに虐待と判断された事例を集計したもの。
・カッコ内については、前回調査(平成29年4月1日から平成30年3月31日)のもの。
・都道府県労働局の対応については、令和元年8月28日雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室のデータを
引用（「虐待判断件数」は「虐待が認められた事業所数」と同義。）

【調査結果（全体像）】

養護者による
障害者虐待

障害者福祉施設
従事者等による
障害者虐待

使用者による障害者虐待

（参考）都道府県労働局の
対応

市区町村等への
相談・通報件数

5,331件
（4,649件）

2,605件
（2,374件）

641件
（691件） 虐待判断

件数
541件

（597件）市区町村等による
虐待判断件数

1,612件
（1,557件）

592件
（464件）

被虐待者数 1,626人
（1,570人）

777人
（666人） 被虐待者数 900人

（1,308人）
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平成３０年度兵庫県内の障害者福祉施設従事者等による
障害者虐待の状況等（令和元年12月24日県障害福祉課発表）

受付年度 相談・通報・届出があった件数 虐待が認められた件数

30年度（12ヶ月分） １３３件（対前年度117.7%） ４０件（対前年度129.0%）

【参考】29年度（12ヶ月分） １１３件 ３１件

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（以下「障害者虐待防

止法」という。）第20条及び同法施行規則第３条に基づく、平成３０年度における兵庫県

内の障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況等。

１ 障害者虐待防止法に基づく相談・通報・届出受理件数等
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類型
相談・通報・届出件数 虐待が認められた件数

29年度 30年度 29年度 30年度

施設従事者等 １１３件 １３３件 ３１件 ４０件

養護者 １７５件 ２３３件 ５５件 ８３件

使用者 ※ １７件 １８件 １件 ２件

合 計 ３０５件 ３８４件 ８７件 １２５件

１ 障害者虐待防止法に基づく相談・通報・届出受理件数等

※ 使用者虐待については、県又は市町に通報があり、虐待の疑いありと兵庫労働局長に
報告した件数

２ 施設従事者等虐待において虐待が認められた案件の概要

類型

障害種別

計

虐待種別

計身体
障害

知的
障害

精神
障害

不明
身体的
虐待

性的
虐待

心理的
虐待

放棄・
放置

経済的
虐待

件数 15件 31件 4件 2件 52件 22件 3件 22件 1件 3件 51件

構成
比

28.9
％

59.6
％

7.7％
3.8
％

100.0%
43.1
％

5.9％
43.1
％

2.0
％

5.9
％

100.0%

※ 複数の区分に該当するものがあるため、合計数は一致しない。

平成３０年度兵庫県内の障害者虐待の状況
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３ 「障害福祉サービス等の提供に係る意思
決定ガイドライン」について
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「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の概要

１．意思決定支援の定義
意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を

送ることができるように、可能な限り本人が自ら意志決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くして
も本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討のために事業者の職員が行う支援の行
為及び仕組みをいう。

２．意思決定を構成する要素
（１）本人の判断能力

障害による判断能力の程度は、意思決定に大きな影響を与える。意思決定を進める上で、本人の判断能力の程度について慎重な
アセスメントが重要。

（２）意思決定支援が必要な場面

（３）人的・物理的環境による影響
意思決定支援は、本人に関わる職員や関係者による人的な影響や環境による影響、本人の経験の影響を受ける。

① 日常生活における場面
例えば食事・衣服の選択・外出・排せつ・整容・入浴等

基本的生活習慣に関する場面の他、複数用意された余
暇活動プログラムへの参加を選ぶ等の場面が考えられ
る。

日頃から本人の生活に関わる事業者の職員が、場面
に応じて即応的に行う直接支援の全てに意思決定支援
の要素が含まれている。

② 社会生活における場面
自宅からグループホームや入所施設等に住まいの場を移す場面

や、入所施設から地域移行してグループホームや一人暮らしを選ぶ
場面等が、意思決定支援の重要な場面として考えられる。

体験の機会の活用を含め、本人の意思確認を最大限の努力で行
うことを前提に、事業者、家族や成年後見人等が集まり、判断の根
拠を明確にしながら、より制限の少ない生活への移行を原則として、
意思決定支援を進める必要がある。

Ⅱ 総 論

○ 障害者総合支援法においては、障害者が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保」される旨を規定し、指定事業者や指
定相談支援事業者に対し、「意思決定支援」を重要な取組として位置付けている。

○ 今般、意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセスや留意点を取りまとめたガイドラインを作成し、事業者や成年後見の担い手を
含めた関係者間で共有することを通じて、障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とするもの。

Ⅰ 趣 旨
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３．意思決定支援の基本的原則
（１）本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うことが原則である。本人の自己決定にとって必要な情報の説明は、本人が理解でき

るよう工夫して行うことが重要である。

（２）職員等の価値観においては不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するよう努める姿
勢が求められる。

（３）本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まって、本人の日常生活の場面や事業者のサー
ビス提供場面における表情や感情、行動に関する記録などの情報に加え、これまでの生活史、人間関係等様々な情報を把握し、根
拠を明確にしながら障害者の意思及び選好を推定する。

４．最善の利益の判断
本人の意思を推定することがどうしても困難な場合は、関係者が協議し、本人にとっての最善の利益を判断せざるを得ない場合があ

る。最善の利益の判断は最後の手段であり、次のような点に留意することが必要である。
（１）メリット・デメリットの検討

複数の選択肢からメリットとデメリットを可能な限り挙げ、比較検討して本人の最善の利益を導く。

（２）相反する選択肢の両立
二者択一の場合においても、相反する選択肢を両立させることを考え、本人の最善の利益を追求する。（例えば、食事制限が必要な

人も、運動や食材等の工夫により、本人の好みの食事をしつつ、健康上リスクの少ない生活を送ることができないか考える場合等。）

（３）自由の制限の最小化
住まいの場を選択する場合、選択可能な中から、障害者にとって自由の制限がより少ない方を選択する。また、本人の生命・身体の

安全を守るために、行動の自由を制限せざるを得ない場合でも、他にないか慎重に検討し、自由の制限を最小化する。

５．事業者以外の視点からの検討
事業者以外の関係者も交えて意思決定支援を進めることが望ましい。本人の家族や知人、成年後見人、ピアサポーター等が、本人に

直接サービス提供する立場とは別の第三者として意見を述べることにより、多様な視点から本人の意思決定支援を進めることができる。

６．成年後見人等の権限との関係
意思決定支援の結果と成年後見人等の身上配慮義務に基づく方針が齟齬をきたさないよう、意思決定支援のプロセスに成年後見人

等の参画を促し、検討を進めることが望ましい。
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１．意思決定支援の枠組み
意思決定支援の枠組みは、意思決定支援責任者の配置、意思決定支援会議の開催、意思決定の結果を反映したサービス等利用

計画・個別支援計画（意思決定支援計画）の作成とサービスの提供、モニタリングと評価・見直しの５つの要素から構成される。

（１）意思決定支援責任者の配置
意思決定支援責任者は、意思決定支援計画作成に中心的にかかわり、意思決定支援会議を企画・運営するなど、意思決定支援

の仕組みを作る等の役割を担う。サービス管理責任者や相談支援専門員が兼務することが考えられる。

（２）意思決定支援会議の開催
意思決定支援会議は、本人参加の下で、意思決定が必要な事項に関する参加者の情報を持ち寄り、意思を確認したり、意思及び

選好を推定したり、最善の利益を検討する仕組み。「サービス担当者会議」や「個別支援会議」と一体的に実施することが考えられる。

（３）意思決定が反映されたサービス等利用計画や個別支援計画（意志決定支援計画）の作成とサービスの提供
意思決定支援によって確認又は推定された本人の意思や、本人の最善の利益と判断された内容を反映したサービス等利用計画や

個別支援計画（意思決定支援計画）を作成し、本人の意思決定に基づくサービスの提供を行うことが重要である。

（４）モニタリングと評価及び見直し
意思決定支援を反映したサービス提供の結果をモニタリングし、評価を適切に行い、次の支援でさらに意思決定が促進されるよう見

直すことが重要である。

２．意思決定支援における意思疎通と合理的配慮
意思決定に必要だと考えられる情報を本人が十分理解し、保持し、比較し、実際の決定に活用できるよう配慮をもって説明し、決定した

ことの結果起こり得ること等を含めた情報を可能な限り本人が理解できるよう、意思疎通における合理的配慮を行うことが重要である。

３．意思決定支援の根拠となる記録の作成
意思決定支援を進めるためには、本人のこれまでの生活環境や生活史、家族関係、人間関係、嗜好等の情報を把握しておくことが必

要である。家族も含めた本人のこれまでの生活の全体像を理解することは、本人の意思を推定するための手がかりとなる。

４．職員の知識・技術の向上
職員の知識・技術等の向上は、意思決定支援の質の向上に直結するものであるため、意思決定支援の意義や知識の理解及び技術等

の向上への取組みを促進させることが重要である。

Ⅲ 各 論
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１．日中活動プログラムの選択に関する意思決定支援
２．施設での生活を継続するかどうかの意思決定支援
３．精神科病院からの退院に関する意思決定支援

５．関係者、関係機関との連携
意思決定支援責任者は、事業者、家族や成年後見人等の他、関係者等と連携して意思決定支援を進めることが重要である。協議会

を活用する等、意思決定支援会議に関係者等が参加するための体制整備を進めることが必要である。

６．本人と家族等に対する説明責任等
障害者と家族等に対して、意思決定支援計画、意思決定支援会議の内容についての丁寧な説明を行う。また、苦情解決の手順等の

重要事項についても説明する。意思決定支援に関わった関係者等は、業務上知り得た秘密を保持しなければならない。

Ⅳ 意思決定支援の具体例

意思決定が必要な場面 ・サービスの選択 ・居住の場の選択 等

本人が自分で決定できるよう支援

自己決定が困難な場合

○本人の意思決定に関する情報の把握方法、意思決定支援会議の開催準備等

○アセスメント ・本人の意思確認 ・日常生活の様子の観察 ・関係者からの情報
収集・本人の判断能力、自己理解、心理的状況等の把握・本人の生活史等、
人的・物理的環境等のアセスメント・体験を通じた選択の検討 等

意思決定支援責任者の選任
とアセスメント
相談支援専門員・サービス管理責任者
兼務可

意思決定支援会議の開催
サービス担当者会議・個別支援会議
と兼ねて開催可

本人・家族・成年後見人等・意思決定支援責任者・事業者・関係者等による情報交
換や本人の意思の推定、最善の利益の判断

意思決定の結果を反映したサービス等利用計画・個別支援計画
（意思決定支援計画）の作成とサービスの提供、支援結果等の記録

支援から把握される表情や感情、行動等か
ら読み取れる意思と選好等の記録

意
思
決
定
に
関
す
る
記
録
の

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

○ 意思決定支援の流れ
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Ⅳ サービス管理責任者、児童発達支援
管理責任者の役割等について
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１ サービス管理責任者・児童発達支援
管理責任者の役割と業務
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サービス事業者等の責務

＜障害者総合支援法＞
(指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務)
第四十二条 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(以下「指定事業者等」という。)は、

障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するととも
に、（中略）常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

２ 指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害
福祉サービスの質の向上に努めなければならない。

意思決定の支援に配慮 サービスの質の評価 サービスの質の向上

＜児童福祉法＞
(指定障害児通所支援事業者及び指定医療機関の設置者の責務)
第二十一条の五の十七
２ 指定障害児事業者等は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、

障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。
(指定障害児入所施設等の設置者の責務)
第二十四条の十一
２ 指定障害児入所施設等の設置者は、その提供する障害児入所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずるこ
とにより、障害児入所支援の質の向上に努めなければならない。

＜社会福祉法＞
（利用契約の申込み時の説明）
第76条 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、

その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努
めなければならない。

（福祉サービスの質の向上のための措置等）
第78条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずること

により、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければな
らない。

× ×
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サービス管理責任者・児童発達支援管理者が必要なサービス

☆サービス管理責任者を配置しなければならない事業所

○指定療養介護事業所 ○指定生活介護事業所 ○指定自立生活援助事業所
○指定就労移行支援事業所 ○指定就労継続支援事業所
○指定就労定着支援事業所 ○指定自立訓練事業所（機能訓練・生活訓練）
○指定共同生活援助事業所（グループホーム） ○指定障害者支援施設

障害福祉サービス事業所等におけるサービスの質の確保のために、特定のサービス提供
事業所等に、個別支援計画の作成やサービス内容の評価等を行うサービス管理責任者や児
童発達支援管理責任者を配置しなければならない。

☆児童発達支援管理責任者を配置しなければならない事業所

○指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものを含む）
○指定医療型児童発達支援事業所 ○指定放課後等デイサービス事業所
○指定居宅訪問型児童発達支援事業所
○指定福祉型障害児入所施設
○指定医療型障害児入所施設
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管 理 者 の 責 務

「従業者及び業務の一元的な管理や
規定を遵守させるため必要な指揮命令」

サービス管理責任者等の責務

「サービス提供プロセスに関して
他のサービス提供職員に対する
技術的な助言や指導等」

サービス提供職員等 A

サービス提供職員等 B

サービス提供事業所等

事務職員

サービス内容
の管理に関す
る指示・指導

サービス提供部門

人事管理
指揮命令

人事管理
指揮命令

その他の職員

サービス内容
の管理に関す
る指示・指導

「管理者」と「サービス管理責任者」及び「児童発達支援管理責任者」の
関係イメージ

サービス管理責任者等の役割
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「管理者」と「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者」の比較「管理者」と「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者」の比較

管 理 者 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者

指定要件 専従
専従で常勤
※児童発達支援センターについては「専任かつ常勤」、保育所等

訪問支援については「常勤」の規定なし。

対象者像 施設長（管理職）を想定 サービス提供部門の管理職又は指導的立場の職員を想定

要 件

社会福祉主事の資格を有するか又は社会福祉事
業に２年以上従事した経験のある者、又は社会
福祉施設長資格認定講習会を修了した者（最低
基準）

○実務経験（３～８年）
○サービス管理責任者研修、児童発達支援管理責任

者研修修了
○相談支援従事者研修（講義部分）受講

根 拠 社会福祉法66条 総合支援法42条、
児童福祉法第21条の5の17、第24条の11

責 務 「従業者及び業務の一元的な管理や規定を遵守
させるために必要な指揮命令」

「個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理、
他のサービス提供職員への技術指導と助言等」

業務内容

（例）

①利用者・市町村への契約支給量報告等
②利用者負担額の受領及び管理
③介護給付費の額に係る通知等
④提供するサービスの質の評価と改善
⑤利用者・家族に対する相談及び援助
⑥利用者の日常生活上の適切な支援
⑦利用者家族との連携
⑧緊急時の対応、非常災害対策等
⑨従業者及び業務の一元的管理
⑩従業者に対する指揮命令、⑪運営規程の制定
⑫従業者の勤務体制の確保等
⑬利用定員の遵守、⑭衛生管理等
⑮利用者の身体拘束等の禁止
⑯地域との連携等、⑰記録の整備

①個別支援計画の作成に関する業務
②利用者に対するアセスメント
③利用者との面接
④個別支援計画作成に係る会議の運営
⑤利用者・家族に対する個別支援計画の説明と交付
⑥個別支援計画の実施状況の把握（モニタリング）
⑦定期的なモニタリング結果の記録
⑧個別支援計画の変更（修正）
⑨支援内容に関連する関係機関との連絡調整
⑩サービス提供職員に対する技術的な指導と助言
⑪自立した日常生活が可能と認められる利用者への必要

な援助

＊障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者の人員、設備及び運営に関する基準 （平成18年9月29日年厚生労働省令第171号）抜粋
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２ 個別支援計画の作成
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計
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案
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計
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等
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変
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サ
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※点線枠部分は、
必要により実施

資
源
ア
セ
ス
メ
ン
ト

二
次
ア
セ
ス
メ
ン
ト 利

用
契
約
（
利
用
開
始
）

必要に応じて、医療の必
要性や職業能力の程度な
どについて、外部の専門
機関等に状況照会。

指定特定相談支援事業者（計画作成担当）及び障害児相談支援事業者
と障害福祉サービス事業者の関係
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指定特定相談支援事業者
（計画作成担当）

サービス事業者

・障害者の心身の状況
・その置かれている環境
・日常生活の状況
・現に受けているサービス
・サービス利用の意向
・支援する上で解決すべ

き課題
・その他

・生活に対する意向
・総合的な援助の方針
・解決すべき課題
・サービスの目的（長期・短期）
・その達成時期
・サービスの種類・内容・量
・サービス提供の留意事項

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

サービス等利用計画を受けて、
自らの障害福祉サービス事業
所の中での取組について具体
的に掘り下げて計画を作成する
よう努める。

個
別
支
援
計
画

・置かれている環境
・日常生活の状況
・利用者の希望する生活
・課題
・その他

ア
セ
ス
メ
ン
ト

ア
セ
ス
メ
ン
ト

障害福祉サービスに加え、保健
医療サービス、その他の福祉
サービスや地域住民の自発的活
動なども計画に位置づけるよう努
める。

複数サービスに共通
の支援目標、複数
サービスの役割分担、
利用者の環境調整等、
総合的な支援計画を
作る。

サービス事業者

○ サービス等利用計画については、相談支援専門員が、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切な
サービスの組み合わせ等について検討し、作成。

○ 個別支援計画については、サービス管理責任者が、サービス等利用計画における総合的な援助方針等を踏まえ、
当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、作成。

サービス等利用計画と個別支援計画の関係
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サービス等利用計画と個別支援計画の留意すべき点

障害者の生活環境や支援ニーズ、本人の思
いや家族の希望等を受け止めた上で、福祉
サービスの利用を含めた生活全体の支援をプ
ランニング

サービス等利用計画を踏まえて、支援事業
所が提供するサービスの中で何を目指してい
くのかをプランニング

サービス等利用計画 個別支援計画

生活環境等のアセスメントもないまま、突
然「福祉サービスの利用計画」だけが作成さ
れる

その事業所を利用する曜日や時間帯を
カレンダーにプロットしただけの「個別支
援計画」

×
×

障害者のライフプランであるサービス等利用計画を踏まえて、それぞれの事業所において、個別
支援計画の中で「具体的に提供する支援」を明確化

個別支援計画の目標達成されたときに、相談支援専門員が作成したサービス等利用計画の長期目
標が達成されるようにならなければならない。

ただし、個別支援計画≠サービス等利用計画である。

（個別支援計画＝部分像、サービス等利用計画＝全体像） 102



相談支援専門員（H18～） サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者H18～）

配置

○相談支援事業所に配置
専従の相談支援専門員を配置：一月当たりの計画相談支援対象障害者

等の数が35人に対して１人以上の配置、計画相談支援対象障害者等の数
は、前６月の平均値とする

○通所系・居住系サービス事業所に配置
①介護系 ：療養介護・生活介護 … 利用者60人：1人
②身体系 ：自立訓練（機能訓練） … 利用者60人：1人
③知的・精神系：自立訓練（生活訓練） … 利用者60人：1人

共同生活援助 … 利用者30人：1人
④就労系 ：就労移行支援・就労継続支援 … 利用者60人：1人
⑤児童系 ：児童発達支援・放課後等デイ … 1人以上

資格要件

○ 以下のいずれも満たす者を配置
① 実務経験（サービス管理責任者と基本的に同じ）

（相談支援・介護等の業務に従事した経験（3～10年））
② 研修修了
・ 相談支援従事者初任者研修（講義・演習）（31.5時間）
※ ５年ごとの相談支援従事者現任研修（更新研修）あり

○ 以下のいずれも満たす者を配置
① 実務経験（相談支援専門員と基本的に同じ）

（相談支援・介護等の直接支援業務に従事した経験（3～8年））
② 研修修了

・ 相談支援従事者初任者研修（講義）（11時間）
・ サービス管理責任者等基礎研修（講義・演習）（17.5時間）
・ ＯＪＴ(2年以上)
・ サービス管理責任者等実践研修（講義・演習）（16.5時間）
※ ５年ごとのサービス管理責任者等更新研修あり

業務内容

【サービス利用支援】
■障害福祉サービス等の申請に係る支給決定の前にサービス等利用計画
案を作成
■支給決定後、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともにサービ
ス等利用計画を作成
【継続サービス利用支援】
■障害福祉サービス等の利用状況等の検証（モニタリング）
■サービス事業所等との連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係
る申請の勧奨

■個別支援計画（サービスごとのプラン）の作成などのサービス提供プ
ロセス全般に関する責任
■個別支援計画は、利用者・家族の生活に対する意向、支援方針、生活
全般の課題、サービス目標・達成時期等を定めた計画
■他のサービス提供職員に対する指導的役割

モニタリング

対象者の状況に応じて、市町村が個別に定める。
（国で示している標準期間）

①新規等 （利用開始から３ヶ月間、毎月）
②在宅の障害福祉サービス利用者等（３ケ月、６ヶ月ごとに１回）
③障害者支援施設入所者等 （６ヶ月ごとに１回）

原則６ヶ月ごとに１回以上
自立訓練と就労については３ヶ月ごとに１回以上

報酬等
■サービス利用支援費等 者：1,458単位／月 児：1,620単位／月
■継続サービス利用支援費等 者：1,207単位／月 児：1,318単位／月

人員欠如減算 所定単位数から30%減算
個別支援計画未作成減算 所定単位数から 5%減算

研修修了者
（研修受講人数）

初任者研修修了者 2,343人（平成30年度末・県障害福祉課調べ）
現任研修修了者 852人（平成30年度末・県障害福祉課調べ）

計 7,182人（平成30年度末・県障害福祉課調べ）
（介護:2,005人 地域生活:1,595人 就労:2,106人 児童:1,476人）

相談支援専門員とサービス管理責任者の比較
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３ 個別支援計画の作成・サービス提供に
際し留意すべき事項
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利用者のニーズに合ったサービスを提供する

日中活動と居住に係るサービスの分離により、複数のサービスの組み合わせが可能となった。
利用者の選択に基づく多様なライフスタイルの選択ができる。

①サービス中心からニーズ中心へ

②将来目標を目指す支援

利用者の希望する生活を目指して、段階的に進める支援
地域移行や就労移行など、目標実現のために個別支援計画を作成し、段階を踏みながら着実に目

標を達成する支援を目指す。

サービス管理責任者等の役割
ニーズに基づいて利用者の望みを実現

どのような支援があれば達
成できるかの分析

初
期
状
態

（
現
在
の
状
況
）

サービス開始

達
成
す
べ
き
状
態

（
実
現
し
た
い
状
況
）

利用者の意向

反 映

個別支援計画

サービス提供 サービス終了

達成すべき状態の明確化
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本人中心の支援
本人の表現能力の低さや遠慮などにより意向が把握しにくいことがあるが、本人の意向

を丁寧に把握し、個別支援計画の作成やサービス提供等を本人の了解を得ながら進める。
※意思決定支援

③本人中心の支援

④責任の明確化

サービス提供の結果が明確に
個別支援計画に従ってサービスを提供することで、サービスの内容や到達度が利用者や関
係者に明確になる。

サービス管理責任者等は、仕事の結果が問われる
例えば、
○個別支援計画の作成など、利用者のニーズに基づいたサービス提供の仕組みを作ったか
○適切な個別支援計画の作成やサービス提供ができるよう、サービス提供職員を適切に支援したか
○利用者に対して質の高いサービスを提供したか
などが評価される。サービス管理責任者等は自分自身の役割を常に意識して責任を果たすべき。

サービス管理責任者等評価の基準例
評価の項目

１．質の高いサービスの提供

２．事業の推進・効率化

３．人材の育成・強化

評価の基準

①苦情解決の推移 ②利用者や家族の満足度 ③福祉サービスの第三者評価

①地域移行者の推移 ②利用者の推移 ③支援会議の効率化

①OJT、OFF JTの実施件数 ②資格取得などｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ ③研究発表など専門性・ｽｷﾙの向上
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サービス提供職員への指導・助言等

サービス提供職員への指導・助言

○チームマネジメントが基本であること
○利用者の権利擁護等の幅広い視点を伝えること
○高度な専門的な知識・技術獲得のための研修などの企画・
運営

＜実施方法＞
○適宜のスーバーバイズ
○「個別支援会議（事業所内カンファレンス）」の進行役として、

議論を深める
○「サービス利用計画」に基づく、事業所としての「個別支援計

画」の作成
○利用者面接、家族面接、見学案内に同席する等

＜ねらい＞

○大きな成果は良好なチームワークで生まれることの徹底

○チームの共通目標を設定し課題を共有すること

○チームメンバーのやる気を引き出すこと（指摘より気づきへ）

○情緒的コミュニケーションと課題的コミュニケーションを図る

○メンバーの役割を明確にし、適材適所に心がける

○チームのルールは明確にしておく

○コーチング技法を身につける

○成果主義の導入

○育成方法の検討

支援会議の企画・運営
○個別の支援計画の作成等のために定期的に支援会
議を実施する

○利用者やサービス提供職員の他、必要に応じて家
族、関係機関の職員と開催する

○サービス管理責任者等は支援会議が効率的に運営
されるようマネジメントする

＜実施方法＞
○支援会議はチームアプローチの場であり、サービス

提供職員と個別支援計画を実現していく場であるこ
とを認識

○サービス提供職員と個別支援計画を協働して検討し
作成

○サービス管理責任者は適時、指導・助言を実施
○担当した個別支援計画の説明などサービス提供職員

の教育の場
○他の支援方法の導入などチームでサービス提供の工

夫を凝らす
○支援会議運営マニュアルなどを作成しておくと効果

的な運営が可能
○支援会議の内容を記録

＜必要な支援ツール＞

支援会議記録表
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個別支援計画による支援
（ＰＤＣＡサイクルを活かした支援）

PLAN
計 画

ACTION
対 応

DO
実 行

CHECK
チェック

マネジメント

サイクル

個別支援計画の作成

個別支援計画に基づく
支援の実施

個別支援計画の見直し

到達度、支援の有効性等
の評価

108



サービス等利用計画と個別支援計画の関係

○ サービス等利用計画については、相談支援専門員が、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏ま
え、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成

○ 個別支援計画については、サービス管理責任者が、サービス等利用計画における総合的な援助方
針等を踏まえ、当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、作成

指定特定相談支援事業者（計画作成担当）

○障害者の心身の状況
○その置かれている環境
○日常生活の状況
○現に受けているサービス
○サービス利用の意向
○支援する上で解決すべき課題
○その他

ア
セ
ス
メ
ン
ト

○生活に対する意向
○総合的な援助の方針
○解決すべき課題
○サービスの目標（長期・短期）
○その達成時期
○サービスの種類・内容・量
○サービス提供の留意事項

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

障害福祉サービスに加

え、保健医療サービスも
その他の福祉サービスや
地域住民の自発的活動
なども計画に位置づける
よう努める。

複数サービスに共通

の支援目標、複数サービ
スの役割分担、利用者の
環境調整等、総合的な支
援計画を作る。

○置かれている環境
○日常生活の状況
○利用者の希望する生活
○課題
○その他

サービス提供事業者

サービス等利用計画を受けて、
自らの障害福祉サービス事業所
の中での取組について具体的に
掘り下げて計画を作成するよう
努める。

ア
セ
ス
メ
ン
ト

個
別
支
援
計
画

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
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本人中心の個別支援計画

サービス等利用計画

個別支援計画Ａ

個別支援計画Ｄ

個別支援計画Ｃ

個別支援計画Ｂ

個
別
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

（集
団
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
な
い
）

障害のある人がどのような生活環境を求めてい
るのか、何をしたいのか、どのような生活環境
を求めているのか

望む暮らしの具体化

○ アセスメントは何のために？
○ その人の障害に関わる「部分」だけを注視していないか？
○ 「問題」のみの見極めに没頭していないか？
○ 強みや願いをしっかりととらえるように努めているか？
○ 日常生活動作、生活関連動作という評価にとどまっていな
いか？

十分に考慮された情報、相談、プランニングにより、障害のある人は力をつけていくことになる。情報提供の仕方、
その内容次第で、利用者は積極的にも消極的にもなる。相談助言を通して、本人の本当の願い、望みを語れるのか、消
極的なものにとどまるかが決まってくる。さらには、その反映したことを、身をもって感じ取ることができるか否かは、
さらに重要な点である。

情報提供、相談助言、個別支援計画での当事者発言の具体化、これらが適切に行われることで、援助者と利用者の間
にパートナーシップといえる関係を築くことができる。その信頼関係に基づくパートナーシップとは、これらの一つひ
とつの場面でのコミュニケーションがベースとなることを理解する必要がある。

エンパワメントへ向かう支援
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本人中心の援助に向けた基本的事項
項 目 ポイント

１ 望む生活のあり方を聞き取る

利用者と援助者の間に信頼関係がなければ聞き取りは困難、利用者との関係について
十分に配慮する必要がある。
○ 時間軸を広げて、利用者のこれまでの生活をたどること、つまり、今現在を輪切り

にしてみるのではなく、これまでの生活をしっかりととらえることも必要
○ 範囲を広げて、利用者にかかわる人たちから本人の望む事柄、思いや願いというも

のを探ること。
○ 援助者自身の目利きのちからを発揮し、見落としがちな事柄に気づくこと、
○ 見落としがないように、援助分野にかかわる「オリジナル確認表」などを作成し、

見極めていくこと

２ 本人が自ら主張できるよう援助

○ 情報の理解に配慮する。自らの願いや希望について意思決定するために、わかりや
すい情報提供を行うことが求められる。

○ 情報の記憶を保つための関わりをする。
○ 情報を比較し検討する機会をつくる。
○ 自らの意思を伝達するための表出方法を検討しておく。他者に伝えることは言語以

外の方法も種々ある。

３ 個別化の原則に立つ
介護給付、地域生活支援事業等、障害福祉サービスには枠組みがあるが、サービス提供者

側の都合に基づくのではなく、個別性を尊重し、メニュー方式からオーダーメイド方式に向かう
ように努めることが必要である。アセスメントは詳細に行っているのに、週間予定表は単純に
毎日が繰り返されるようになっていないか。

４ バランスある個別支援計画

望む暮らしと、リスク回避の両立をさせることが大切であり、本人の選択、自己決定、すなわ
ち、自分自身で生活をコントロールすることと、それに対して反対の作用をしてしまうリスクを抑
えるマネジメントが求められる。

望む暮らしを達成するために積極的な計画を立てるとともに、その計画には達成を損なうこ
とのないセーフティネットが備えられていなければならない。

５ ストレングスに着目する

利用者の強みを活かして、望む暮らしにつなげていく。このストレングスとは、本人のことだけ
ではなく、周辺の人たちの強みも取り込む。強みは本人の側にあるものと、その人の家族、友
人、知人、同僚、隣人など人的な環境、すなわち本人の外側にあるものも影響し、複雑で多様
である。そして、できることをつなぎ合わせる作業をすることと、つながらない部分の援助を明
確に整理することが肝要である。 111
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Ⅴ サービス管理責任者等研修の
見直しについて
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サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直し

○ 一定期間毎の知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキルアップを図ることができるよう、研修を
基礎研修、実践研修、更新研修と分け、実践研修・更新研修の受講に当たって、一定の実務経験の要件(注)を設定。

※ 令和元年度から新体系による研修開始。旧体系研修受講者は令和５年度末までに更新研修の受講が必要。

○ 分野を超えた連携を図るための共通基盤を構築する等の観点から、サービス管理責任者研修の全分野及び児童発達支援管理責任者研修
のカリキュラムを統一し、共通で実施する。

※ 共通の知識及び技術に加えて各分野等において必要な知識や技術については、新たに専門コース別研修を創設して補完。

○ このほか、直接支援業務による実務要件を10年⇒８年に緩和するとともに、基礎研修受講時点において、サービス管理責任者等の一部
業務を可能とする等の見直しを行う。

※ 新体系移行時に実務要件を満たす者等について、一定期間、基礎研修受講後にサービス管理責任者等としての配置を認める経過措置を予定。

サービス管理責任者
実務要件

児童発達支援管理
責任者実務要件

サービス管理
責任者

児童発達支援
管理責任者
として配置

改定前

【改定】基礎研修
相談支援従事者初任者研修
講義部分の一部を受講（１１ｈ）

サービス管理責任者等研修（統一）研
修講義・演習を受講（１７．５ｈ）

【新規創設】

サービス
管理責任者等

実践研修

（１６．５ｈ）

【一部緩和】
サービス管理責任者

実務要件

児童発達支援管理
責任者実務要件

※ 実務要件に２年満たない
段階から、基礎研修の受講可

サービス管理
責任者

児童発達支援
管理責任者
として配置

改定後 【新規創設】

サービス
管理責任者等

更新研修
（６ｈ程度）

※５年毎に受講

ＯＪＴ
一部業務

可能

【新規創設】 専門コース別研修（任意研修）

(注)一定の実務経験の要件
・実践研修：過去５年間に２年以上の相談支援又は直接支援業務の実務経験がある
・更新研修：①過去５年間に２年以上のサービス管理責任者等の実務経験がある

又は②現にサービス管理責任者等として従事している

相談支援従事者初任者研修
講義部分の一部を受講（１１．５ｈ）

サービス管理責任者等研修共通
講義及び分野別演習を受講（１９ｈ）
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サービス管理責任者等の実務経験要件の改正等について
令和元年度から、サービス管理責任者等の実務経験要件を以下のとおり改正

○ 直接支援業務の実務経験年数が１０年以上から８年以上に緩和された。

業務の範囲 業 務 内 容

実務経験年数

国家資
格者
※１

有資
格者
※２

左記
以外
の者

障
害
者
の
保
健
、
医
療
、
福
祉
、
就
労
、
教
育
の
分
野
に
お
け
る
支
援
業
務

(一) 相談支援の業務

日常生活の自立に関する相談に
応じ、助言、指導その他の支援
を行う業務、その他これに準ず
る業務

〔告示一イ(1)(一)〕

ａ 指定[特定/障害児/一般]相談支援事業、地域生活支援事業の相談支援事業に従事する者

３年以
上

５年
以上

ｂ 更生相談所(身体・知的)、福祉事務所、発達障害者支援センターにおいて相談支援の業務に従事する者
※旧精神保健福祉法の精神障害者社会復帰施設を含む。

ｃ 障害者支援施設、障害児入所施設、地域包括支援センター、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、
精神保健福祉センター、救護施設、更正施設において相談支援の業務に従事する者

ｄ 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターにおいて相談支援の業務に従事する者

ｅ 特別支援学校において相談支援の業務に従事する者

ｆ 医療機関(病院・診療所)において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
(1) 社会福祉主事任用資格を有する者（介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等）
(2) 施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路相談・教育相談の

業務に従事した期間が１年以上である者
(3) 訪問介護員(ホームヘルパー)２級以上(現; 介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

(三) 直接支援の業務

入浴、排せつ、食事その他の介
護を行い、並びに介護に関する
指導を行う業務、その他職業訓
練、職業教育に係る業務、動作
の指導・知識技能の付与・生活
訓練・訓練等に係る指導業務

〔告示一イ(1)(二)〕

ａ 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設及び医療機関等において介護業務に従事
する者

５年
以上

８年
以上

ｂ 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業に従事する者

ｃ 病院・診療所、薬局、訪問看護事業所等の従業者

ｄ 障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者

ｅ 特別支援学校等の従業者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

※１ 国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む。）、精神保健福祉士のことを言う。

※２ 上記(三)の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者（資格取得以前も年数に含めて可）
（１）社会福祉主事任用資格を有する者（介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等）、
（２）保育士、
（３）児童指導員任用資格者、
（４）訪問介護員（ホームヘルパー）２級以上（現：介護職員初任者研修）に相当する研修を修了した者

※３ 令和元年度廃止予定(一定の経過措置を設ける予定)。

〔サービス管理責任者の実務経験〕
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〔児童発達支援管理責任者の実務経験〕

業務の範囲 業 務 内 容

実務経験年数
（下記に加え、老人福祉施
設・医療機関等以外での実

務経験が３年以上）

国家資
格保有
者※１

有資
格者
※３

それ以
外の者

障害者
（身体上
若しくは
精神上の
障害があ
ること又
は環境上
の理由に
より日常
生活を営
むのに支
障がある
者）又は
障害児
（児童福
祉法第4条
第1項に規
定する児
童）の保
健、医療、
福祉、就
労、教育
の分野に
おける支
援業務

イ 相談支援の業務

自立に関する相談に応じ、
助言、指導その他の支援
を行う業務、その他これ
に準ずる業務

〔告示一イ(1)(一)〕

(1) 指定[特定/障害児/一般]相談支援事業、地域生活支援事業の相談支援事業に従事する者

３年
以上

５年
以上

(2) 児童相談所、児童家庭支援センター、更生相談所(身体・知的)、福祉事務所、発達障害者支援センターにおいて相
談支援の業務に従事する者 ※旧精神保健福祉法の精神障害者社会復帰施設を含む。

(3) 障害者支援施設、児童入所施設(障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)、
地域包括支援センター、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、精神保健福祉センター、救護施設、更正施
設において相談支援の業務に従事する者

(4) 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターにおいて相談支援の業務に従事する者

(5) 学校において相談支援の業務に従事する者

(6) 医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
1) 社会福祉主事任用資格を有する者（介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等）
2) 施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路相談・教育相談の業務
に従事した期間が１年以上である者
3) 訪問介護員（ホームヘルパー）２級以上（現：介護職員初任者研修）に相当する研修を修了した者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

ロ 直接支援業務

入浴、排せつ、食事その
他の介護を行い、並びに
介護に関する指導を行う
業務、その他職業訓練、
職業教育に係る業務、動
作の指導・知識技能の付
与・生活訓練・訓練等に
係る指導務

〔告示一イ(1)(二)〕

(1) 障害者支援施設、児童入所施設(障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)、
老人福祉施設、介護老人保健施設及び医療機関等において介護業務に従事する者

５年
以上

８年
以上

(2) 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、保育所、認定こども園、老人居宅介護等事業等に従事する者

(3) 病院・診療所、薬局、訪問看護事業所等の従業者

(4) 障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者

(5) 学校等の従業者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

※１ 上記イの相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等※２による業務に５年以上従事している者（国家資格の期間と相談・介護業務の期間が同時期でも可）
※２ 国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚

士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む。）、精神保健福祉士のことを言う。
※３ 上記ロの直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者（資格取得以前も年数に含めて可）

1) 社会福祉主事任用資格を有する者（介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等）
2) 保育士
3) 児童指導員任用資格者
4) 訪問介護員（ホームヘルパー）２級以上（現：介護職員初任者研修）に相当する研修を修了した者 115



サービス管理責任者等の研修見直しに伴う経過措置及び配置時の取扱いの緩和等

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

更
新
研
修

※

実
践
研
修
修
了
後

5
年
毎
に
受
講

配置時の取扱いの緩和等について

相
談
支
援
従
事
者

初
任
者
研
修

講
義
部
分

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

基
礎
研
修

講
義
・演
習

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

実
践
研
修

講
義
・演
習

入職

入職

＜実務経験＞
相談支援業務５年

（有資格者の場合は３年）以上
もしくは直接支援業務８年以上

＜受講対象＞
相談支援業務３年以上

（有資格者の場合は１年）以上
もしくは直接支援業務６年以上

基礎研修修了後2年以上の実務

基礎研修修了後３年間で
２年以上の実務

※基礎研修受講後に実務要件を
満たした場合を含む。

経過措置について

①現行研修受講済みの者について

②基礎研修受講時点で実務要件を満たしている者について
※Ｈ３１～３３の基礎研修受講者に限る

サ
ー
ビ
ス
管
理

責
任
者
等
研
修

（
旧
体
系
）受
講

実務要件を満たしている場合は、基礎研修受講後３年間は、
実践研修を受講していなくても、サービス管理責任者等とみなす。

相
談
支
援
従
事
者

初
任
者
研
修

講
義
部
分

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

基
礎
研
修

講
義
・演
習

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

実
践
研
修

講
義
・演
習

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

更
新
研
修

※

実
践
研
修
修
了
後

5
年
毎
に
受
講

既にサービス管理責任者等が１名配置されている場合は、２人目のサー
ビス管理責任者等としては配置可能。
個別支援計画原案の作成が可能であることを明確化。

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任

者
等
更
新
研
修

※
５
年
毎
に
受
講

H31.4～（新体系移行）

施行後５年間（H３５年度末まで）は、更新研修受講

前でも引き続きサービス管理責任者等として業務可
能。
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サービス管理責任者等研修の見直しについて①

研修が、基礎研修、実践研修、更新研修に分けられました。

実践研修、更新研修の受講にあたっては、実務経験の要件が設定されました。

〔実践研修〕 過去５年間（基礎研修修了後で、かつ実践研修受講開始日前５年
以内のうち）に２年以上の相談支援又は直接支援業務の実務経験が
ある（ＯＪＴ２年以上が必要）。

〔更新研修〕 （「サービス管理責任者等研修の見直しについて⑤」のとおり）

見直しのポイント １

改定後

【一部緩和】
サービス管理責任者

実務要件

児童発達支援管理
責任者実務要件

※ 実務要件に２年満たない
段階から、基礎研修の受
講可

【改定】基礎研修
相談支援従事者初任者研修
講義部分の一部を受講（１１ｈ）

サービス管理責任者等研修
（統一）研修講義・演習を受講
（１７．５ｈ）

ＯＪＴ
一部業務

可能

【新規創設】

サービス
管理責任者等

実践研修

（１６．５ｈ）

サービス管理
責任者

児童発達支援
管理責任者
として配置

【新規創設】

サービス
管理責任者等

更新研修
（１３ｈ、但し令和
５年度までは６ｈ

程度で可）
※５年毎に受講
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サービス管理責任者等研修の見直しについて②

研修のカリキュラムを統一し、共通で実施することになりました。

従来は介護、地域生活（身体、知的・精神）、就労、児童の分野に分けられてい
ましたが、統一されたカリキュラムで実施されますので、「分野」という考え方が
なくなりました。

このため、従事する事業所の種別により介護分野や地域生活（身体、知的・精神)
分野、就労分野、児童分野（児童発達支援管理責任者）を分けて受講する必要がな
くなりました。

直接支援業務による実務経験が８年に短縮されました。
（他の業務は変更ありません。）

平成30年度以前の受講者は、統一カリキュラムを受講したものとみなされます。

⇒ いずれかの分野を受講していれば、他の分野のサビ管等研修を修了したもの
となります。 （ 例 ： 介護分野のみの受講者であっても、地域生活（身体、
知的・精神）分野や就労分野の研修、児童分野（児発管）の研修の修了者とみ
なされます。）

見直しのポイント ２

見直しのポイント ３
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サービス管理責任者等研修の見直しについて③

研修の要件を満たすためには、「基礎研修＋ＯＪＴ（２年）＋実践研修」の受講
が必要になったことから、基礎研修までを修了した方については、次のとおり配置
する際の取扱いが緩和されることになりました。

〔基礎研修を修了した方〕
△１ ２人目のサービス管理責任者等として配置可能

既にサービス管理責任者等を１名配置している場合は、基礎研修を修了し、実践
研修受講前の方を２人目のサービス管理責任者等として配置することができます。
△２ 計画原案の作成が可能

基礎研修を修了し、実践研修受講前の方であっても、個別支援計画「原案」を作
成することができます。

基礎研修から実践研修までの間にＯＪＴ２年以上が必要になったことから、基礎
研修受講者の実務要件は、サービス管理責任者等として必要な実務経験年数よりも
２年短い期間から受講できることになりました。

（例：相談支援業務５年 ⇒ 基礎研修は相談支援業務の実務経験３年で受講可能）

基礎研修受講者の実務要件の緩和

配置する際の取扱いの緩和
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サービス管理責任者等研修の見直しについて④

この度の見直しに伴い、次のとおり経過措置が設けられることになりました。

◇１ 見直し前の研修（平成18年度～30年度）受講済みの方

令和５年度末(2024年3月末)までは、更新研修受講前でも引き続きサービス管理
責任者等として業務に従事することができます。

◇２ 基礎研修受講時点で実務要件を満たしている方（令和元年度～令和３年度までの
基礎研修受講者に限る。）

基礎研修の受講時点でサービス管理責任者等としての実務要件を満たしている
場合は、実践研修修了前であっても、基礎研修の修了後３年間に限りサービス管
理責任者等の要件を満たしているものとみなされます。

基礎研修を修了後に実務経験を積んで実務要件を満たすことになった場合も、
同様に経過措置の対象になります（基礎研修修了から３年間経過するまでの間）。

経過措置
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サービス管理責任者等研修の見直しについて⑤

◎受講者の要件（次のいずれかに該当する方）
□１ 現にサービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）、管理者又は相談支援

専門員として従事しており、サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）
として従事している又は従事する予定の方。
※ 30年度以前の研修受講者は、「業務に従事しているものとみなされる」

ことから、全員が受講者要件を満たすことになる。
□２ 過去５年間に通算２年以上のサービス管理責任者（児童発達支援管理責任

者）、管理者又は相談支援専門員の実務経験があり、サービス管理責任者（児

童発達支援管理責任者）として従事している又は従事する予定の方。

更新研修の受講について①

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

過去５年間のうちに２年以上の実務

受講
可 ○1年2年 但し、令和８年度に実務経験が

ない場合、令和９年度の研修は受
講不可(令和４年度から令和８年
度までの５年間に実務経験が１年
しかないため)

【サービス管理責任者等としての実務経験により更新研修を受講する場合】

〔２年以上の要件を満たす場合〕
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サービス管理責任者等研修の見直しについて⑥

R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

過去５年間のうちに２年以上の実務

受講
不可

×

1年

3年

〔２年以上の要件を満たさない場合〕

〔複数の業務で２年以上の実務がある場合〕

R2 R3 R4 R5 R6 R7

過去５年間のうちに２年以上の実務

R8

受講
可

○
1年

管理者サービス管理責任者

更新研修の受講について②
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サービス管理責任者等研修の見直しについて⑦

更新
研修
受講

平成30年度以前にサービス管理責任者等の研修を受講された方は、令和元年
度から令和５年度までの間に更新研修を受講していただく必要があります。

ただし、最終の令和５年度に受講者が集中することがないよう、平成30年度
以前の受講者を、最初の分野の研修受講年度により次のとおり更新研修受講年
度を割り振っています。

令和２年度の受講対象者 ⇒ 平成 24 年度のサビ管等研修受講者 など
令和３年度の受講対象者 ⇒ 平成 25 ～ 27 年度のサビ管等研修受講者 など
令和４年度の受講対象者 ⇒ 平成 28 ～ 29 年度のサビ管等研修受講者 など
令和５年度の受講対象者 ⇒ 平成 30 年度のサビ管等研修受講者 など

R3 R4 R5 R6 R7

☆５年間のうちに更新研修を受講

受講
Ｒ12年度まではサビ管等として従事可能

【平成30年度以前の受講者】

〔令和２年度に更新研修を受講した場合の例〕

R2 R8 R9 R10 R11 R12

☆５年間はサビ管等として従事可能

★次の５年間のうちに更新研修を受講する必要あり

更新研修の受講について③
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サービス管理責任者等研修の見直しについて⑧

基礎
研修
受講

R6 R7 R8 R9 R10

☆５年間のうちに更新研修を受講

受講
Ｒ15年度まではサビ管等として従事可能

【令和元年度以降に基礎研修を受講する方】

〔令和５年度に実践研修を受講した場合の例〕

R2 R11 R12 R13 R14 R15

☆５年間はサビ管等として従事可能

★次の５年間のうちに更新研修を
受講する必要あり

R3 R4 R5

実践
研修
受講

ＯＪＴ２年

更新研修の受講について④

【定められた５年間のうちに更新研修を受講できなかった方】

サービス管理責任者等として従事するためには実践研修を受講する必要が
あります（基礎研修の受講は不要です。）。
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見直しに係るＱ＆Ａ（更新研修について）

番号 質 問 回 答

1 更新研修の受講対象者としてサービ
ス管理責任者等の実務要件があるが、
常勤専従者でなければ認められないの
か。

常勤でなければならないとの要件はない。
なお、受講開始前５年間において通算して２年以上

従事とは、「２年以上であり、かつ実際に業務に従事
した日数が３６０日以上であること」が必要である。

2 ５年間のうちに更新研修を受講できな
かった場合は、基礎研修から受講する
必要があるのか。

定められた期間内に更新研修を受講できなかった
場合は、実践研修を受講する必要がある（基礎研修
の受講は不要。）。定められた年度内に更新研修が
受講できなかった場合は、実践研修の修了証書が失
効することとなる。

3 ５年間のうちに更新研修を受講できず、
改めて実践研修を受講し直す場合も、
受講前５年間に２年以上実務経験がな
ければならないのか。

定められた期間内に更新研修を受講できなかった
方が改めて実践研修を受講する場合には、実務要件
の適用はない。

サービス管理責任者等研修の見直しについて⑨
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【参考】 相談支援専門員の研修制度の見直し

相談支援従事者
実務要件

相談支援従事者
初任者研修

（３１．５ｈ）

相談支援従事者

現任研修（１８ｈ）
※５年毎に現任研修を受講

（更新研修）

【カリキュラム改定】
相談支援従事者

初任者研修
（４２．５ｈ）

専門コース別研修 （任意研修）

専門コース別研修（任意研修）
※一部必須及び現任・主任研修受講の要件について検討

現行

相談支援
専門員

として配置

相談支援従事者
実務要件

改定後

【カリキュラム創設】
主任相談支援専門員

研修（３０ｈ）

主任相談支援
専門員

として配置

相談支援専門員
としての要件更新

【カリキュラム改定】
相談支援従事者
現任研修（２４ｈ）

※５年毎に現任研修を受講
（更新研修）

○ 意思決定支援への配慮、高齢障害者への対応やサービス等利用計画の質の向上、障害福祉サービス支給決定の適正化等を図り、質の高
いケアマネジメントを含む地域を基盤としたソーシャルワークを実践できる相談支援専門員を養成するため、現行のカリキュラムの内容
を充実する。

○ 実践力の高い相談支援専門員養成のために、実践の積み重ねを行いながらスキルアップできるよう、現任研修（更新研修含む）の受講
に当たり、相談支援に関する一定の実務経験の要件(注)を追加。 （※旧カリキュラム受講者は初回の更新時は従前の例による。）

○ さらに、地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う専門職を育成するとともに、相談支援専門員のキャ
リアパスを明確にし、目指すべき将来像及びやりがいをもって長期に働ける環境を整えるため、主任相談支援専門員研修を創設。

相談支援
専門員

として配置

相談支援専門員
としての要件更新

一定の実務経験の要件(注)
（現任研修は①、更新研修は①又は②のいずれかに該当する場合）
①過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験がある
②現に相談支援業務に従事している

３年以上の実務
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